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平成２５年第６回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第４号） 

 

                            平成２５年１２月５日（木曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 市政一般質問 

    ７ 番 櫻田貴久議員 

      １．黒磯駅周辺の再整備について 

      ２．那須塩原市の観光振興戦略について 

      ３．那須塩原市の不登校対策について 

    １８番 金子哲也議員 

      １．教育文化行政について 

      ２．福祉行政について 

      ３．国際交流について 

    ３ 番 相馬 剛議員 

      １．スポーツ施設整備計画青木サッカー場について 

      ２．スポーツ施設整備計画テニスコートについて 

      ３．スポーツ施設設備計画ソフトボール場について 

      ４．スポーツ施設整備計画野球場について 

      ５．スポーツ施設整備計画陸上競技場について 

      ６．スポーツ施設全体について 

    １９番 若松東征議員 

      １．那須塩原市の情報発信について 

      ２．巨岩吊橋について 

      ３．本庁舎窓口案内について 

      ４．本庁舎のロビーについて 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（中村芳隆君） おはようございます。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（中村芳隆君） 本日の議事日程は、お手元

に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎答弁の訂正 

○議長（中村芳隆君） ここで、企画部長より発言

があります。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 昨日の佐藤一則議員の

市政一般質問の中でＷｉｎｄｏｗｓＸＰの現在の

使用状況ということでお尋ねがありましたが、私

もちょっと勘違いしまして、パソコンの全数を答

弁しております。 

  現在の使用状況につきましては、その後のご質

問でお答えしました来年４月時点でのＸＰの使用

台数と同じでございまして、情報系が844台中90

台、基幹系が203台中169台ということで合計259

台でございますので、訂正させていただきます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（中村芳隆君） 日程第１、市政一般質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 櫻 田 貴 久 君 

○議長（中村芳隆君） 初めに、７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 皆さん、おはようございま

す。 

  議席番号７番、ＴＥＡＭ那須塩原、櫻田貴久で

す。 

  通告に従い、市政一般質問を行う前に、通告書

の訂正をお願いします。 

  ３、那須塩原市の不登校対策についてのところ

で、平成13年を平成23年に訂正をお願いします。 

  それでは、市政一般質問を始めます。 

  １、黒磯駅周辺の再整備について。 

  来年度から５年間をかけて、空洞化が進むＪＲ

黒磯駅周辺を国土交通省の補助事業を活用して再

整備するという新聞発表があり、また会派代表者

懇談会でもそのような説明がありました。 

  そこで、以下の点についてお伺いします。 

  ⑴黒磯駅周辺地域再生並びに再整備するための

コンセプトをお伺いします。 

  ⑵黒磯駅周辺の再整備の内容をお伺いします。 

  ⑶黒磯駅周辺地域の再生を図るための一番のプ

ライオリティー、優先順位についてお伺いします。 

  ⑷黒磯駅周辺の地域を再生するための必要な条

件について、市はどのように考えているのかお伺

いします。 

  ⑸今後、黒磯駅周辺地域の再生には、地域住民

が地域再生の主役にならなければ到底目的は達成

できないと思うことから、地域住民との連携につ

いてお伺いします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君の質問に
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対し、答弁を求めます。 

○市長（阿久津憲二君） 櫻田貴久議員の質問に、

順次お答えいたします。 

  まず、黒磯駅周辺の再整備についての質問です

が、⑴の駅周辺地域を再生並びに再整備するため

のコンセプトについてでありますが、黒磯駅周辺

地区については国庫補助である都市再生整備計画

事業を導入するため、黒磯駅周辺地区都市再生整

備計画（案）を策定し、現在関係機関と協議を行

っております。 

  本計画では、このコンセプトとしては、「都市

機能の向上による持続可能な中心市街地くろいそ

の再興」を掲げ、それを達成するため３つの目標

設定をしております。 

  １つ目は、快適な生活と滞在が可能な都市環境

の形成。 

  ２つ目は、地域資源を生かした商業空間の集積

による街の魅力向上とにぎわいの再生。 

  ３つ目が、交通結節機能の強化と駅東西市街地

の一体性の確保、この３点としております。 

  次に、黒磯駅周辺の再整備の内容についてもお

答えいたします。 

  本計画における事業期間は、平成26年度から平

成30年度までの５カ年で、総事業費は約35億円を

見込んでおります。 

  ハード面の主な事業としては、黒磯駅西口広場

に隣接した市有地に、駅周辺の拠点の確保や集客

向上を図るため、（仮称）駅前図書館の整備を予

定しております。 

  また、駅の交通結節機能を強化し、利用者の利

便性を向上させるため、駅東口広場、西口広場や

駐車場、駐輪場の整備などを予定しております。 

  さらに、ＪＲで分断されている駅東西の一体性

と高齢者等の利便性を高めるため、東西連絡通路

を改修し、エレベーターを設置する予定でありま

す。 

  また、駅前通り商店街のスーパー跡地及び旧ホ

テル跡地に観光客を呼び込むための拠点施設とし

て、まちなか交流センターやイベントなどに利用

可能な、仮称でありますが、まちなか交流広場の

整備を予定しております。 

  また、地区内にある神社や石蔵など歴史的建造

物や老舗商店などの地域資源を生かした空間を創

出するため、景観に配慮した舗装の高質化などの

道路整備も行う予定となっております。 

  次に、⑶の黒磯駅周辺地域の再生を図るための

一番の優先順位についてお答えいたします。 

  黒磯駅周辺地区都市再生整備計画につきまして

は、多種多様な事業を予定しております。 

  「都市機能の向上による持続可能な中心市街地

くろいその再興」の目標を達成するためには、い

ずれかの整備が優先されるものではなく、全ての

事業を実施することによって、計画の目標が達成

されるものと考えております。 

  このような中で、従来の単なるハード面の整備

だけでは活性化は困難であると考えていることか

ら、外部有識者等も交えた協議会の設立を予定し

ております。 

  今後においては、地元からの意見だけではなく、

協議会の意見も十分踏まえた詳細なコンセプトを

策定し、活性化を図っていきたいと思っています。 

  次に、⑷の黒磯駅周辺の地域を再生するために

必要な条件についてどのように考えているかとい

う点についてもお答えをいたします。 

  今回の黒磯駅周辺の整備に当たりましては、国

土交通省の補助事業である都市再生整備計画によ

る地方都市リノベーション事業の活用を予定して

おります。 

  本事業については、駅などの中心拠点から半径

１kmで、かつＤＩＤ地区内において地方都市リノ
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ベーション推進施設を整備するという採択基準が

ございまして、本市における中心拠点は黒磯駅で

あり、推進施設は（仮称）駅前図書館としており

ます。 

  いずれにしても、黒磯駅周辺地区の再生を図る

ためには、地元の活性化に対する意欲はもとより、

黒磯駅を拠点として活性化に対するコンセプトが

大変重要であると考えております。 

  最後になります。⑸番の地域住民との連携につ

いての質問ですが、黒磯駅周辺地域の再生には、

地元からの意見もさることながら、外部有識者等

を交えた協議会からの意見が大変重要であると考

えております。 

  本計画の策定に当たりましては、駅西口につい

ては、駅前活性化委員会や本一会などの団体と、

駅東口についてはとようら地区車座と意見交換を

行い、その中でいただいた意見等を参考にしなが

ら計画を策定しております。 

  今後においても、各種計画の具体化や事業の実

施に当たりましては、地元の意見も聞きながら事

業を進めていきたいと考えておりまして、第１回

の答弁といたします。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 市長、ご答弁ありがとうご

ざいます。 

  それでは、⑴について再質問をさせていただき

ます。 

  まず、黒磯駅周辺地域を再生するためのコンセ

プト、全体を貫く基本的な視点や考え方には３つ

の目標を設定しておりますが、それは地域が衰退、

荒廃するに至ったのはなぜかという問題について、

過去の地域政策あるいは地域みずからが展開して

きた政策から教訓を学ぶべきだと思います。その

理由を解明することなしに、新たなる展望を切り

開くどころか、同じ轍を何度も繰り返し踏むこと

になります。逆に言えば、なぜ地域を活性できな

かったのか、その今までの理由についてお伺いを

いたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 黒磯駅周辺の活性化

につきましては、平成４年度から地元との協議に

入りまして、平成12年に策定いたしました黒磯市

中心市街地活性化基本計画、この主要事業である

黒磯駅前通り都市計画道路335号、黒磯本通りで

ありますが、この整備について、平成12年度から

13年にかけて、地元への説明会を数回開催してお

ります。 

  その中で、計画付近の25ｍの整備をした場合に

は、片側で４ｍ、両側で８ｍの拡幅ということに

なることから、商店街の建物のほとんどに影響が

出てしまうということで、地元の同意が得られず

に事業が凍結となってしまいました。 

  このため、イベントなどの一部のソフト事業は

現在実施されておりますが、ハード面の整備や具

体的な活性化対策が出てこなかったということが

主な原因、理由ではないかなというふうに考えて

おります。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは部長、このコンセ

プトは黒磯駅周辺が本来備えていなければならな

い原理原則であると理解してよろしいでしょうか、

お伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） コンセプトといたし

まして、「持続可能な中心市街地くろいその再

興」のための３つの目標を掲げております。これ

らにつきましては、再構築のための基本理念とい

うふうに考えております。 



－155－ 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） コンセプトには十分理解を

示すところでありますが、ただいま黒磯駅周辺地

区都市再生整備計画（案）を策定し、現在、関係

機関と協議を行っているという答弁をいただきま

したが、具体的にどのような関係機関と協議を行

っているのか、お伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 都市再生整備計画

（案）につきましては、栃木県、また国土交通省

と協議を行っております。 

  また、計画の内容につきましては、ＪＲ東日本、

東野交通、タクシー事業者などの各交通事業者と

も協議を行っております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 地域における人々の生活が

豊かになって初めて再生したということだと思い

ますが、地域再生を実現するためには自治体や住

民一人一人が何をすべきなのか。その結果として

私たちはどういう地域をつくっていったらいいの

か。地域を再生するための必要な条件を地域が備

えているべき、原理原則に従って考えてみてはど

うか要望し、⑵の再質問に入らせていただきます。 

  総事業費約35億円の内訳についてお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 本計画につきまして

は、まだ決定ではありませんので、あくまでも見

込みの概算事業でありますが、また名称につきま

しても、仮称ということで説明をさせていただき

ますが、まず駅西口の駅前図書館整備に約10億円、

駅東口広場、西口広場の整備及び東西連絡橋の改

修に約12億5,000万円、駐車場と駐輪場の整備に

約１億円、まちなか交流広場、交流センターの整

備に約８億円、舗装の高質化などの道路整備に約

２億5,000万円。そのほか各種ソフト事業や町並

み修景整備に約１億円の事業費を見込んでおりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 本計画の事業期間は、平成

26年度から平成30年度の５カ年とありますが、具

体的なタイムスケジュールについて、決まってい

る範囲でお伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 本計画におけるタイ

ムスケジュールにつきましては、平成26年度から

27年にかけまして、駅前広場、東西連絡通路、ま

ちなか交流広場、道路整備などの測量設計、それ

と用地取得に向けました調査、用地取得などを行

う予定であります。 

  平成28年度に、駅前図書館の設計やまちなか交

流センターの建築工事、それと東口広場整備工事、

道路整備工事などを行う予定となっております。 

  それから、平成29年度から平成30年度に駅前図

書館、西口広場、まちなか交流広場の整備、それ

と駐車場、駐輪場などの整備工事と東西連絡橋の

改修工事、これを予定しております。 

  これらのスケジュールにつきましては、補助金

の交付状況や事業の進捗状況などによって多少前

後することも十分考えられますので、ご承知おき

をいただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 35億円の内訳、事業期間を

詳しく説明していただきまして本当にありがとう
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ございます。 

  それでは、集客向上を図るため、（仮称）駅前

図書館の整備を予定しているとありますが、なぜ

図書館になったのか、経緯についてお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 町の魅力再生とにぎ

わいの創出を実現させていくためには、交通結節

機能の強化だけではなく、同時に都市機能を向上

させ、拠点性を高めることが必要だと考えており

ます。 

  そういった中で、駅前広場に隣接して市有地が

ございまして、この市有地は現在駐車場や駐輪場

になっており、有効に利用されているとは言いが

たい状況にあると考えております。 

  このようなことから土地の高度利用を図るため、

地方都市リノベーション推進施設としまして駅前

図書館の整備を予定をしております。この施設は

駅利用者の憩いの場として、また待ち時間の場所

としての利用も見込んでおりますが、地域の情報

発信を行うスペースやフリースペースの設置、イ

ンターネットコーナーの増設などにより新たな形

での図書館の提供を予定しております。 

  交通の利便性の高い場所に図書館を設置整備す

ることによりまして、利用者の利便性向上をさせ

るだけではなく、駅周辺の拠点性と集客の向上を

図ることができ、にぎわいの創出につながるもの

と考えております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 新聞発表を見たときは、じ

ぇじぇじぇという感じだったんですね、そういう

経過だったんですね。 

  それでは、図書館の整備内容について地元関係

者に説明がなされているのか、また納得をいただ

いたのか、お伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 図書館の整備につき

ましては、２回ほど駅前の地元の方々に説明をし

まして、一定の了解は得られたというふうに考え

ております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、東西連絡通路の

改修並びにエレベーターの設置について、具体的

な計画についてお伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 東西連絡橋につきま

しては、平成23年に橋梁点検を実施しております

が、その中で、今後も利用が可能であるというふ

うに判断されております。 

  この通路の改修を行うに当たりましては、道路

の中央の区間、約100ｍほどありますが、この区

間の勾配が８％になっていることから、もっと緩

やかにできないかというふうな検討も行いました。 

  しかし、駅構内には交流、直流の接続設備、そ

れと黒磯変電所がございまして、それぞれに架線

が設置されており、それぞれの施設の設置高さに

高低差が生じているというようなことから、そう

いった構造上の問題から、勾配の解消につきまし

ては困難であるというふうな結論に至りました。 

  このため通路部分については、床面や壁面など

の内装の改修を行って、東口、西口の階段部分に

それぞれ高齢者の利便性の向上を図るためにエレ

ベーターを設置して、西口階段のつけかえを行う

予定となっております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 
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○７番（櫻田貴久君） 部長もご存じだと思うんで

すが、黒磯駅はもともと交流と直流の分岐点で、

そういった部分で駅が栄えたという経緯もありま

すが、プラスの発想にしてみれば、その連絡橋も

黒磯駅らしさがそういった東西連絡通路なんだな

というのを改めて理解をし、地元の人たちにもそ

ういった形で説明がしてもらえれば、納得がいく

んじゃないかと思いますので、どうかそのところ

もよろしくお願いしたいと思います。 

  駅前通り商店街のスーパー跡地及び旧ホテル跡

地に観光客を呼び込めるよう、拠点施設として

（仮称）まちなか交流センターやイベントなどに

利用可能なまちなか広場の整備とありますが、具

体的な計画についてお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 黒磯駅周辺地区にお

きまして回遊性を生み出していくためには、町の

魅力を発信する施設や地域のコミュニティを形成

させる施設、これらが必要であると考えておりま

す。 

  このため、駅前通り沿いのスーパー跡地と旧ホ

テルが建っている箇所にイベントなどに利用でき

る場所として、また観光客を呼び込める施設とし

てまちなか交流広場とまちなか交流センターの整

備を予定しております。 

  駅前通りの広場に交流広場を整備することによ

りまして、イベントの核となる場所が確保され、

利便性が高まるものと考えております。 

  また、交流センターにつきましては、地域ブラ

ンドの商品を紹介したり販売などを行うスペース

や観光情報の発信スペース、ギャラリーなどの文

化的スペースなどを配置、予定しておりまして、

具体的な配置につきましては、内容等につきまし

ては、今後、協議会等の意見を踏まえまして詰め

ていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 十分理解をするところであ

りますが、またイベントの支援計画についてもお

伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいまイベント

の支援についてもというお尋ねでございますが、

ソフト事業でございますので、私のほうから答弁

をさせていただきたいと思います。 

  イベントの支援の計画につきましては、現在の

取り組みにおきましては駅前活性化委員会を主体

としまして各種イベントを開催をしまして、集客

等による活性化を図っておりますが、都市再生整

備計画におきましては、計画にあります提案事業

の中のイベント支援事業を実施してまいりたいと

考えております。 

  内容といたしましては、駅前活性化委員会及び

商店会などが行いますイベントや、あるいはその

補助金による活性化支援を行ってまいります。 

  また、外部のアドバイザーや有識者によるご意

見なども踏まえながら取り組んでまいりたいと考

えております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 部長、黒磯駅は黒磯の顔で

あります。どうか目いっぱい支援をしてもらいた

いと思います。 

  続きまして、商店街の活性化支援事業について

の計画についてお伺いします。また、商店街活力

再生空き店舗活用型事業などについてもお伺いし

ます。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 
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  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいまのお尋ね

ですが、商店街活性化支援事業の計画と、それか

ら商店街の活力の再生についてのお尋ねというこ

とでございます。 

  お答えいたします。 

  商店街活性化計画に計上いたしました地域創造

支援事業がございます。そういったものや、まち

づくり活動推進事業などソフト事業も計画的に実

施をしてまいりますとともに、それぞれのソフト

事業の内容も充実を図りながら、商店街の活性化

に努めてまいりたいというふうに考えております。 

  また、商店街活力再生の空き店舗活用事業につ

いてでございますけれども、これにつきましては

整備区域内の空き店舗の活用というものを想定し

ております。空き店舗の状況や実態を把握するた

め、商工会と連携をしながら所有者等の意向など

も含めまして実態調査を行いまして、その結果な

ども参考にさせていただきながら、今後の施策に

反映させてまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 部長、駅前商店街も那須塩

原商工会管内では一番頑張っている商店街だと思

うので、ぜひそこも支援を目いっぱいしてもらい

たいと思います。どうかよろしくお願いします。

強く要望して、次の駅前通りの地域資源を生かし

た空間を創出するための事業内容も、具体的にお

伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 黒磯駅周辺地区の地

区内におきましては、石づくりの蔵などの歴史的

建造物が多く点在しておりますが、駅前通りにつ

きましては老朽化が著しいアーケードなどにより

まして、建物のよさが生かし切れていないという

ことから、商店街が行うアーケードの撤去事業、

これにつきましては商店街のものでございますの

で、商店街が行うことになりますが、それらの撤

去の助成と、撤去に伴いましてそういった建物の

修景整備が必要になりますので、それの修景整備

の助成を予定しております。 

  また、駅前通りの修景整備としまして、ここは

県道でございますので、県のほうに電線の地中化

や歩道の高質化、これらの整備の要望を県に対し

て行っております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、町並みなどにつ

いてもどのような計画で進めているのか、お伺い

をします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 町並みなどの修景整

備を行うに当たりましては、地区内を以前の町並

みに復元するなど、これら地元のほうで考えてい

るようでございますので、それらの町並みに対す

る地区の住民の意識統一を図ること、これが必要

であるというふうに考えています。 

  市としましても、地区住民が景観のルールづく

りなどを行うための活動支援、これらをしてまい

りたいというふうに考えております。 

  また、そのルールに基づいた町並みの修景整備、

これに対しても支援を予定しております。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 民間企業であれば、顧客の

意向を把握するための努力を市場調査という形で

行い、その精度の改善に工夫を重ねているところ

です。地域再生の専門家や自治体は、市民の不満
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や本音を把握するためにどのような対応をしてい

るんでしょうか。市民が抱く条件やニーズにも耳

を傾け、駅前の再生は必要だと思うことから、ぜ

ひ再生整備について全力で取り組んでもらいたい

と思います。このことを要望し、⑶については要

望をさせていただきます。 

  今までに地域で展開された施策の数々の過去を

直視して、今度はその過ちを繰り返さない覚悟を

決めることが、新たな地域再生のコンセプトを探

る前提になることだと思います。政府の都合によ

り、国土計画や地域政策が原理原則を無視して、

場当たり的に展開されてきたことをよく理解でき

るものというものです。その原理原則にこだわり

続けることこそが、地域を再生させる上で必要で

あると考えるものです。もちろんその原理原則は

１つではなく幾つかあります。また、地域の実態

も多種多様であるため、全く同じ状況の地域はあ

り得ないはずです。 

  したがって、どんな原理原則に従って地域再生

を図るかは、地域の実情によって異なることにな

ります。地域におけるプライオリティー、優先順

位に従って選択していくことになります。まず１

つをクリアする余裕しかないというのであれば、

一番のプライオリティーの原理原則を実現するこ

とを地域再生の第一のコンセプトにしようという

わけです。 

  しかし、本市としては二つ三つを同時に実現し

ようという地域ですので、肝心なのは、この原理

原則を追求していかなければ、真の地域再生はあ

り得ないということだと思います。地域における

人々の生活が豊かになって、初めて地域が再生し

たと言えることだと思います。 

  すなわち、人々が豊かに生活できる場の実現こ

そが真の再生だと思います。ぜひ地元からの意見

を十分に聞いていただき、活性化を図ってもらい

と思います。このことを強く要望し、⑷の再質問

に入ります。 

  国交省の補助事業である地方都市リノベーショ

ン事業について、もう少し具体的に説明をお願い

します。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 聞きなれないリノベ

ーションという言葉が出てきておりますが、リノ

ベーションという意味は都市の再構築という意味

でございまして、地方都市リノベーション事業は、

国土交通省の所管の補助事業でございます。 

  まちづくりにおけるコンパクトシティの観点か

らこれまでの都市再生整備計画事業、旧のまちづ

くり交付金事業でございますが、これを拡充させ

まして、地方都市の既成市街地において既存スト

ックの有効活用を図りつつ、持続可能な都市構造

への再構築を図るため、地域の生活に必要な医療、

福祉、子育て支援、教育文化、商業施設など都市

機能推進施設の整備や維持を支援し、地域の中心

拠点、生活拠点を形成することを目的としまして、

平成24年度末に創設された事業でございます。 

  通常の都市再生整備計画事業では補助率が10分

の４でありますが、リノベーション事業では補助

率が10分の５ということで有利となっております。 

  事業採択の要件といたしましては、先ほど市長

の答弁にもございましたが、駅などの中心拠点か

ら半径１キロメートル以内に、子育て支援施設や

図書館などのリノベーション推進施設を設けると

いう基準がございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、部長、この事業

については、黒磯駅が拠点であるという答弁をい

ただきましたが、改めて黒磯駅の利用状況につい
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てお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 黒磯駅における１日

当たりの平均乗降者数につきましては、平成22年

度が4,720人、平成23年度が4,728人、平成24年度

が4,794人ということで、ここ数年は横ばい状態

となっておりますが、平成５年の6,805人、そし

て10年後の平成15年の5,232人と比較しますと、

減少傾向となっております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） そういう利用状況も踏まえ

て、また黒磯駅のすばらしさはですね、昔はお召

し列車があそこに来て、天皇陛下が那須御用邸に

行く、そういった玄関口でもありました。僕が小

学校低学年のときに日の丸の旗をつくって、あそ

こに天皇陛下をお迎えに行った思い出があります。 

  そういった黒磯駅のすばらしさは十分認知して

いると思いますが、ＪＲとはどのような話し合い

が持たれているのかお伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） ＪＲとの協議でござ

いますが、ＪＲにつきましては、駅前広場整備に

向けました用地取得や東西連絡橋の改修などにつ

いて協議を数回行っております。 

  ただいま議員のほうからお話がありましたとお

り、駅構内には天皇陛下、皇后両陛下が那須御用

邸に向かう際に利用されました貴賓室がございま

して、この貴賓室は、地域のまちづくりにおける

貴重な資源であるというふうに考えております。 

  この貴賓室の一般公開につきましては、どのよ

うな方法なら可能であるか、若干前にも話をした

経過がございますが、今後も協議をしてまいりた

いというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） ぜひそういったことも前向

きに考えてもらいたいと思います。 

  それでは、⑸の再質問に入らせていただきます。 

  ハード面の具体的な施策につきましては、十分

に説明をいただきました。ソフト面についての質

問は、後日、玉野宏議員の一般質問に任せて、私

は本計画の内容を地元の人たちにどのように知ら

せるのか、お伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 本計画の事業内容に

つきましては、ある程度説明をさせていただいて

おりますが、その計画の策定に当たりましても、

地元の方の意見を伺いながら計画を策定している

ところでございますが、現在関係機関と協議を行

っておりまして、その協議などの内容によりまし

ては若干の変更が出ることがございます。 

  今後につきましては、それらの協議等に基づき

計画案がまとまりましたら、再度説明会等を開催

して、ご意見をいただきたいというふうに考えて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、もう一つなんで

すが、私の住んでいる線路の東口の地区なんです

ね。車座談義が３月で終了するということになっ

ていますので、豊浦地区車座では、歩いての説明

はいただきました。 

  しかし、来年３月以降の意見交換会をどのよう

に考えているのか、本市の考えをお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 
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○建設部長（若目田好一君） 車座とは、東口の整

備につきまして協議を行いまして、先ほど言いま

したように、車座等の意見も伺いながら計画案を

策定しております。 

  そういった中で、お示しした内容が若干今調整

の中で食い違っているということになっておりま

すので、その辺も先ほど申しましたとおり、詳細

な説明を案がまとまりましたら説明をしたいとい

うふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 私は東口の整備をずっと前

から一般質問してきました。やっといい回答をも

らいましたが、もともと東口の開発は西口、東口

は一体という回答をもらっていますので、ぜひ両

方同時にすばらしい計画のもと、また地元の意見

をさらに聞きながら事業を進めていってもらいた

いと思います。 

  先日、副市長と懇談する機会がありました。そ

こで、副市長からウォークマンの開発の秘話の話

がありました。 

  ウォークマンは、1979年ソニーが携帯型再生専

用機械として発売をしました。ウォークマンの開

発、発売に関しては、ソニーの技術者たちはこぞ

って猛反対をしていました。なぜならウォークマ

ンは携帯できる小型化実現のために音質の悪化や

録音機能もない再生専用など、技術的にはかなり

見劣りするもので、当時の製造業は業界全体が技

術優先志向であったため、技術優先志向をわかり

やすく言うと、すばらしい技術を先に出せば、客

はそれに従うであり、まさに提供者志向そのもの

で、しかもソニーは創業者の井深大氏の思想を継

承する技術志向、技術優先志向の極めて高い会社

でありました。 

  そうした背景から、社内外の技術者たちは、口

をそろえてウォークマンのような陳腐化した技術

を搭載した機械は売れるはずはないと言っていま

した。 

  そんな環境下で、音質を落としてでも携帯型再

生専用の機械の必要性を訴え続けたのは、当時ソ

ニーの社長の盛田昭夫氏でありました。盛田氏は、

趣味の一つ、スキーに興じる折に、スキー場で流

される大音量の音響に不満を抱いていました。私

はこんな音楽など聞きたくない、自分の好きな音

楽を聞きたい、待てよ、ほかにも同じ不満を感じ

ている人は多いはずと思ったといいます。盛田氏

は、猛反対の社内技術者たちに、ウォークマンは

技術を売るものじゃない、音楽を携帯するという

顧客の表面化されない目に見えてない潜在ニーズ

に応えるものだと説得し、発売にこぎつけたとい

います。 

  ウォークマン開発秘話が社会に知れ渡った1980

年代以降、ものづくりは技術者提供者志向を改め、

顧客志向へとかじを切り始めるのです。ものづく

りの世界に技術者、提供者を暴走させないイノベ

ーションが起きたのです。イノベーションを定着

させるには、新たな仕組みを必要とした。その仕

組みは、主にマーケティングあるいはインサイト

などと進化しているのです。 

  地域づくりの新たな仕組みは、ものづくりのそ

れを応用できると思います。 

  まず、本質は、市民志向です。市民志向の地域

づくりはまず意見を聞くべきは、土建工学者では

なく市民であります。市民と地域が豊かになるた

めには、地域づくりの計画や意思決定を市民が主

体となる仕組みに改める必要があると思います。 

  ぜひ、この再生計画は、駅前周辺にとってはラ

ストチャンスだと思います。地元住民の意見を尊

重し、ぜひ夢の実現に官民一体で取り組んでもら

いたいと思います。 
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  そして、最後に、あくまでも黒磯らしさを忘れ

ず、十二分に検討し、開発に向けてもらいたいと

思います。 

  これで１の項についての質問を終了いたします。 

  ２、那須塩原市の観光振興戦略について。 

  10年後には日本最高峰の温泉観光都市となるこ

とを目指して木下昭彦政策審議監が４月に就任し、

はや９カ月が過ぎようとしています。 

  そこで、本市の観光戦略について、以下の点に

ついてお伺いします。 

  ⑴本市の観光における質の向上に関する取り組

みの進捗状況についてお伺いします。 

  ⑵本市が行う効果的なプロモーション戦略と、

今後の計画についてお伺いします。 

  ⑶本市が行っている観光振興戦略について、地

元観光業事業者とどのような連携をとっているの

かお伺いします。 

  ⑷本市が行っている観光振興戦略について、今

までに行政はどのように改革されたのか、また行

政側の意識改革がどのように進んだのか、お伺い

します。 

  ⑸本市の観光地が再生につながる仕組みについ

てお伺いします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ２の那須塩原市の

観光振興戦略につきまして、⑴から⑸まで、順次

お答えをさせていただきます。 

  初めに、⑴本市の観光における質の向上に関す

る取り組みの進捗状況についてお答えいたします。 

  観光地の質の向上につきましては、マーケット

ニーズに対応した観光客が求める観光素材である

温泉、食べ物、見どころ、お土産等を磨き上げる

取り組み及び観光地の受け入れ態勢の強化が必要

と考えております。 

  次に、⑵本市が行う効果的なプロモーション戦

略と、今後の計画についてお答えいたします。 

  本市のプロモーション戦略につきましては、主

たるマーケットである首都圏に対してテレビ、ラ

ジオ、新聞広告及びＪＲ東日本とのタイアップな

どメディアミックスを活用し、波状的な情報発信

をすることによって観光地としての認知度を高め

てまいります。 

  次に、⑶本市が行っている観光振興戦略につい

て、地元観光業従事者とどのような連携をとって

いるのかについてお答えいたします。 

  観光戦略を実施していくためには、行政や観光

関係団体、観光従事者など、団体や関係者などと

連携して取り組むことが重要であると考えており

ますので、行政はコーディネーター役として、今

後とも各種の会合やイベントなどの数々の機会を

捉え、観光戦略実施のために地元観光従事者との

連携を深めてまいります。 

  次に、⑷本市が行っている観光振興戦略につい

て、今までに行政はどのように改革されたのか、

また行政側の意識改革がどのように進んだのかに

ついてお答えいたします。 

  今年度、市長、副市長及び関係職員で構成する

庁内の観光戦略会議を組織いたしました。 

  この戦略会議は、本市における観光戦略につい

て客観的な状況及び位置づけなどの分析や、これ

から取り組むべき課題等を協議、検討することを

目的としており、これをもとに各種の観光施策を

実施していくこととしたものであります。 

  本市が目指す観光ビジョンを明らかにすること

によって、戦略的に施策を展開していく仕組みを

構築したことが改革点であると考えております。 

  次に、⑸本市の観光地が再生につながる仕組み
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についてお答えいたします。 

  近年、観光客がみずから旅行先を選択する個人

旅行型傾向が強く、志向も多様化しており、さら

に少子高齢化が進むことによって観光業の市場も

縮小していくことから、全国の観光地間の競争が

激しくなっております。 

  本市の観光地が今後勝ち残っていくためには、

本市独自の観光戦略を構築し、タイミングを逃さ

ずにすばやく実行できる仕組みが必要となります。 

  現在、本市には市内３観光協会で組織する那須

塩原市観光協会連絡協議会がございます。この協

議会が主体となって、各観光協会と一体的に各種

観光振興事業を展開していく仕組みが、観光地の

再生につながるものと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 部長、答弁ありがとうござ

います。 

  それでは、⑴から順次再質問をさせていただき

ます。 

  まず初めに、本市の観光地の質の向上について

の具体的なマーケットニーズをどのように捉えて

いるのか、お伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいまのご質問、

具体的なマーケットニーズをどのように捉えてい

るのかというお尋ねでございます。お答えいたし

ます。 

  観光客が、本市に求めておりますマーケットニ

ーズといたしましては、古きよき情緒ある温泉、

そして美しい自然景観及び地元産食材を使った本

市ならではの魅力を持つ食事であると思っており

ます。魅力ある観光素材である温泉、自然景観、

食を磨き上げることが本市の質の向上に結びつく

ものと考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、本市の観光地の

質の向上について、ほかの地域と差別化できる地

域のＤＮＡは何か、本市の考えをお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） 他と差別化できる

ＤＮＡは何かというお尋ねでございます。 

  本市を代表いたします観光地である塩原温泉郷

につきましては、1200年以上の歴史を持っており

まして、箒川沿いに11の温泉地が連なっており、

塩原温泉11湯の泉質豊かな温泉郷でございます。 

  また、板室温泉につきましては、しもつけの薬

湯、杖要らずの湯と言われているこの豊かな湯治

場のイメージを持っております。 

  これら本市の観光資源の持つポテンシャルの高

さが、他の地域と差別化できる本質なのではない

かと、そのように考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、部長、本市の観

光地の質の向上について、本市は現在どのような

ことを行っているのか。また、現在取り組んでい

る事業についてお伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） 現在市はどのよう

なことを行っているのか、また現在取り組んでい

る事業についてのお尋ねがございました。 

  那須塩原市の観光協会連絡協議会というものが

ございますが、それが主体となりまして、地元産

食材を使用した本市ならではの魅力的な朝食の充

実や、あるいはそのデザートを提供していく仕組
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みづくりといったようなものを現在検討をしてお

ります。 

  また、観光地の受け入れ態勢を強化していくた

めの取り組みとして、モバイル端末を活用いたし

ました電子版ガイドブックや広域的な湯めぐりな

どができる手形を作成するための検討を現在行っ

ております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） ぜひおもてなしの気持ちも

忘れずに、前向きに取り組んでもらいたいと思い

ます。 

  そこで、観光地の受け入れ態勢の強化をしてい

くための具体的な取り組みと、今後の計画につい

てお伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） 受け入れ態勢の強

化をしていくための具体的な取り組みと計画とい

うことでのお尋ねでございます。 

  これにつきましては、モバイル端末を活用した

電子版ガイドブックにつきましては、日本人観光

客も利用できる６カ国語対応の観光のスポット情

報、それからナビゲーション機能及び多言語対応

の日常会話翻訳機能がありまして、外国人とのコ

ミュニケーションもスムーズに図ることができま

す。 

  このシステムを利用した観光客というのは、新

しい観光情報を受信することが可能となりますの

で、本市の情報の発信の強化につながるものと考

えております。 

  また、広域的湯めぐり手形につきましては、那

須塩原市、那須町さん、大田原市さん、矢板市さ

ん、それから塩谷町さんの３市２町のエリアにお

きまして、温泉無料入浴施設と土産、観光施設、

それから農畜産物等の割引などが受けられる割引

特典施設に加えまして、地図や観光情報を掲載い

たしました手形を塩原温泉観光協会が事務局とし

て行うことを現在検討をいたしております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） どっちかといえば、じぇじ

ぇじぇという感じなんだよね、びっくりしました

よ。 

  モバイル端末を活用した電子版ガイドブックの

活用は、非常に評価できる施策だと思います。こ

のシステムを利用した観光客は、本市の新しい観

光情報を受信することにつながり、地方自治体と

しては先進的な取り組みと思われるため、期待を

しております。 

  また、先日、簗和生代議士の呼びかけにより広

域の観光施策についての会議がありました。 

  そこで、塩原温泉協会から広域的湯めぐり手形

の話がありました。本市の広域的な観光の考え方

について、改めて本市の考えをお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 副市長。 

○副市長（渡邉泰之君） すみません、先ほどの部

長からの答弁の補足でありますけれども、湯めぐ

りの広域の手形については、まだ一切話が決まっ

ていないということと、それから先ほどの戦略の

部分の話でもあるわけですけれども、実際にこの

那須地域ですね、全体がどういうようなターゲッ

トで観光客を呼んでくるのかと。先日も県のほう

の観光課長、こちらのほうに来ていただいて検討

をして、実際県のほうはどういうふうに考えてい

るのかと、そういう話をしたところ、基本的には

30代から40代のある意味、女性を一つターゲット

として考えていきたいということを話しておりま

して、そういうことであれば、そういう広域の湯

めぐり手形とか、手形みたいなそういうような名
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前ではなくて、もうちょっと30代、40代の女性が

引きつけられるような、そういうものにするべき

じゃないかということで、県のほうも、じゃ、そ

れを踏まえて改めてコンセプトを変えていくとい

うふうに、ちょうど話したところでございます。 

  ちょっと部長の答弁がそこら辺のところの経緯

を若干抜いてしまった形での答弁となっておりま

すので、そこの点はちょっと修正をさせていただ

きたいということと、そういった意味でこの後の

質問でもあると思うんですけれども、まさにその

戦略、どういう形でどういう人をターゲットにし

て観光客を呼ぶのか、どういう形でお金を落とし

てもらうのかというところを、まさに今検討して

いるところでありまして、その部分については、

先ほどもデザートの話もいろいろありましたけれ

ども、まだ一切決まっていないというのが現状で

ございます。補足として述べさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、今副市長からそ

ういった説明があったんですが、広域的な考えに

ついての本市の考えを改めてお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） 広域的な取り組み

の考え方ということについてのお尋ねでございま

すけれども、広域的な取り組みをすることにより

まして、観光客の回遊性を高める、またそのリピ

ーター、客の確保につながるということがござい

ます。複数の観光地が連携を組むことによっての

スケールメリットというのは大きいというふうに

感じております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、副市長、湯めぐ

りの話も仮称という形でちょっと質問をさせてい

ただきますが、例えば広域的湯めぐりの手形の計

画なども、塩原温泉協会が事務局になり積極的に

進めていることを考えれば、本市が広域観光の中

心になることも夢ではないと思います。ここに来

て塩原温泉のやる気を感じます。内部からは、と

て焼きなど地域としての那須塩原市認定ブランド

の取得などは、その一例だと思います。改めてこ

の計画には期待をしております。 

  次に、本市観光のポテンシャルを踏まえて、ほ

かの地域とは徹底的な差別化が図られると思うが、

本市の考えをお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） 他の地域との徹底

的な差別化が図られるポテンシャルを踏まえてと

いうお尋ねでございますが、古きよき情緒ある温

泉あるいはその自然景観など本市観光のポテンシ

ャルにつきましては、非常に高いものがあるとい

うことから、観光関係団体や関係者などと連携し

ながら、本市ならではの観光素材を磨き上げてい

くことで、他地域との差別化を図ることができる

のではないかと、このように考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 先日の会議でも、他市町に

おいては、交通アクセスの有無をうらやましがる

声が出ていました。まさしく本市が中心になるこ

とは、誰もが認めるところだと思います。 

  この交通アクセスでも徹底的に他の地域とは差

別化を図られる要素だと思いますので、どうかこ

の辺も十二分に検討しながら、広域の観光に努め

てもらいたいと思います。 

  それでは、⑵の再質問に入ります。 

  効果的なプロモーション戦略についての具体的

な取り組みについて、改めてお伺いします。 
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  まず、テレビについてお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいまテレビに

ついてのお尋ねがございまして、これはメディア

ミックスの１つということになりますが、テレビ

につきましては、本年３月から週１回、とちぎテ

レビ及びテレビ埼玉で視聴率のちょうど高い昼休

みの時間帯での放映を行っています。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、ラジオについて

もお伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ラジオにつきまし

ては、去る９月７日から週１回、県内向けのエフ

エム栃木における放送、それから首都圏向けには

エフエム東京との連携による放送を、11月から開

始をいたしております。また、10月からは首都圏

向けのＡＭラジオでの放送なども行っております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 部長、それでは、続きまし

て新聞広告についてもお伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） 新聞広告について

のお尋ねでございます。 

  これにつきましては、特に冬の閑散期でありま

すその誘客対策として、栃木県及び首都圏に在住

する方々を対象といたしました１泊２日、宿泊料

金割安企画といたしまして、那須塩原市冬旅温泉

プランを12月１日から３月までの期間限定でスタ

ートさせていただきました。このプランにつきま

しては、11月16日発行の新聞広告に掲載し、冬の

誘客のＰＲを行っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、部長、最後にな

りますが、ＪＲ東日本とのタイアップについてお

伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ＪＲとのタイアッ

プについてのお尋ねでございます。 

  これにつきましては、11月25日から28日までの

４日間、ＪＲ東日本とのタイアップ事業といたし

まして、大人の休日倶楽部というのがございます

が、その会員延べ77名を対象としたモニターツア

ーを実施をいたしました。大変好評だったという

ことを聞いております。それは東京の近くにあり

ながら、広大なこの那須野が原の自然あるいは大

正天皇の御用邸、そして明治の元勲の別邸、そう

いったものや塩原温泉の秋の魅力、それから風情

を感じる、そういったような企画が喜ばれたとい

うことで聞いております。 

  また、ＪＲのＰＲにつきましては、大変効果が

大きいと言われておりまして、大人の休日倶楽部

を通年旅行商品となるように、ＪＲと調整を行っ

てまいりたいと考えております。 

  また、来年１月から３月には、ＪＲ東日本との

タイアップ事業による首都圏の駅構内へのパンフ

レットやポスターの掲示、それから山手線の中づ

り広告などを行いまして、首都圏を中心としたマ

ーケットに対し誘客効果を高めてまいりたいと考

えておりますが、現在調整中でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 今回のプロモーションは、

メディアミックスを十分に活用し、本市の観光戦
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略として十分に評価されるものだと思います。 

  今後も継続して、さらなる本市のプロモーショ

ンを実施していただきたいと強く要望をします。 

○議長（中村芳隆君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０１分 

 

再開 午前１１時１１分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、⑶の再質問に入

ります。 

  観光戦略実施のため、地元観光事業者との連携

を深めるという具体的な取り組みについてお伺い

をします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ＪＲとのタイアッ

プについてのお尋ねで、失礼しました。 

  観光事業者との連携についてのお尋ねというこ

とでございます。 

  これにつきましては、先ほどお答えをいたしま

したＪＲ東日本とのタイアップ事業に伴いまして、

12月中旬及び来年２月に那須塩原市観光協会連絡

協議会主催によりますＪＲ東日本のビュープラザ

及び山手線内の主要駅において観光ＰＲのキャラ

バンの予定をいたしております。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、来年の４月から

６月までの期間、栃木県がＪＲ東日本重点販売地

域に指定されていますが、本市の観光地の取り組

みについてお伺いします。また、市としてどのく

らいの支援ができるのかをお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ＪＲに指定された

中での本市の観光地の取り組みと、市がどのくら

いの支援ができるのかという点についてのお尋ね

でございますが、それにつきましては、ＪＲ東日

本重点販売地域に指定されたことによる県の告知

キャンペーンというのを成功させるために、本年

６月から旅行エージェント向け及び一般観光客向

けのパンフレット作成や、旅行エージェント向け

の販売促進説明会における観光ＰＲと県及び観光

関係団体、そして関係者が一体となって取り組め

るよう支援をしてまいりたいと考えております。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 本市の支援については、十

分な予算が確保されますよう、市長に強く要望い

たします。 

  また、部長、このＪＲに関するデスティネーシ

ョンキャンペーンの誘致はいつやるんですか。今

でしょう。であれば、平成28年度からのＪＲに関

連するデスティネーションキャンペーンの誘致の

本市の考えをお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） キャンペーンの誘

致の関係についてのお尋ねでございます。 

  栃木県は、平成28年度にＪＲ６社管内における

全国規模の大型キャンペーンであるデスティネー

ションキャンペーンの誘致を目指しております。 

  本市における観光の情報発信をできるという大

きなチャンスでもございますので、全国規模で本

市観光地を告知できるデスティネーションキャン

ペーンを、一過性の誘客キャンペーンに終わらせ

ることなく、キャンペーン終了後にもつながるよ
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うな長期的な告知戦略や商品戦略を展開をしてい

きたいと考えております。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） ぜひ、ＪＲとは売れる商品

開発などのよきパートナーとして、今後も連携を

深めていってもらうことを強く要望します。 

  本市の観光地をビジネスにつなげることにより、

自立的かつ継続的な観光地づくりの取り組みにつ

いて、本市の考えをお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいまのビジネ

スにつなげるという、そういったようなお尋ねか

と思いますけれども、まず本市が持っている魅力

を伝えていくことが重要なことであるというふう

に思っております。 

  適正なマーケットに良質なプロモーションを行

いまして、観光地としての質を高めていくという

本市の基本的な戦略は、観光ビジネスに直結する

ものであるということで考えてございます。この

戦略を継続して行っていくことによって、ビジネ

ス面で成功できる観光地づくりにつながるものと

思っております。 

  そうした中で、インバウンドのことにちょっと

触れさせていただきたいというふうに思いますけ

れども、インバウンドにおきましても、このプロ

モーションは実際行っております。 

  そのような中で、早速本年の11月には、上海か

ら訪日の観光客が本市で１泊されたという状況に

ございますし、また企業の方々におかれましても、

訪日をして１泊されたという状況がございます。 

  現在、次の訪日団体が本市への視察をしたいと

いう、そんなちょっと情報などももう入っており

ます。これにつきましては、何か農業分野の視察

をしたいということでございますが、このように、

インバウンドにおきましても着実に進んでいると

いう状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） ぜひ、この基本戦略を大切

にし、積極的に取り組んでもらいたいと思います。 

  それでは、⑷について私の所見を述べて、要望

をさせていただきます。 

  私は市会議員になり、この那須塩原市の観光行

政について一般質問を繰り返し行ってきました。

どうしても観光に関して行政が行う施策について

は、限界を感じていました。 

  そこで、専門家、観光のスペシャリストを呼ん

でもらいたい。この部署にはどうしてもスペシャ

リストが必要なんだと訴え続けてきました。 

  そこで、阿久津市長が木下氏を招聘していただ

き、誠に感謝しているところであります。木下氏

の講演を聞きながら、私もですが、明らかに塩原

板室の観光事業者の取り組みが変わってきたのを、

私も肌で感じています。プロモーション活動の手

法やメディアミックスの手法を取り入れるところ

は木下審議監の得意とするところだと思います。 

  今日までの活動内容や結果については、今後評

価を受けるところだと思いますが、10年後の目標

に向かっては、いい滑り出しだと感じ、改めて敬

意を表します。 

  観光行政側の意識改革については、私がどうの

こうのということではありませんが、ビジネス感

覚を重視する意識の改革が進んだことが、非常に

評価されることだと思います。 

  これからも、持続可能な那須塩原市の観光につ

いて推進されることを期待しています。 

  それでは、⑸の再質問に入ります。 

  最近、滞在交流型観光についてよく話題になり

ますが、本市の観光地が再生につながる仕組みに
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ついて、リピーターを確保する取り組みは必要不

可欠だと思うが、本市の考えをお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） リピーターの確保

ということでのお尋ねでございます。 

  観光客のリピーターを確保するということは重

要な課題であると考えております。そのためには、

観光地の質の向上やプロモーション等を行う時期

を逃さずに、適切に実施していく必要があると考

えております。 

  また、観光関係団体、観光従事者など団体や関

係者などとの連携を図りながら、十分に検討をし

てまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 副市長。 

○副市長（渡邉泰之君） ただいま部長から話があ

ったことの補足でございますけれども、リピータ

ーをふやしていく、これは本当に重要なテーマな

わけですけれども、じゃ、もう一度塩原なり板室

に来てもらうためにどうするのか。それは、やは

り差別化ができていないと、ここでないといけな

いと、もう一度来たくなる場所でなければ、リピ

ーターにはなってくれないわけです。 

  そういう意味で、現在、木下さん、先ほどお名

前も出てきましたけれども、中心としてそのプロ

モーションの部分をやっておるわけですけれども、

その根幹となる部分、そこが正直、これまで本市

のほうでは弱かったなというふうに考えておりま

す。 

  なので、まず戦略の部分ですね。先ほどちょっ

と部長から、ここの塩原の温泉は11種類泉種があ

るという話もありましたけれども、箱根は20種類

ある。だから、東京の人たちを、仮にいろんな温

泉滞在型でたくさんの温泉を楽しみたいという人

を一つターゲットにしたところで、そういう人は、

塩原が11と言われて箱根が20だったら、それは箱

根のほうが近いわけですし、箱根のほうに行くわ

けです。 

  ですから、そういう戦略というのはあくまでも

総体的なものでありまして、塩原が幾らすばらし

い、すばらしいといっても、それを超えるものが、

より魅力的なマーケットが東京首都圏近辺にあっ

たら、そっちに人が行ってしまうわけで。 

  我々のほうとしては、まさに今何をやらなけれ

ばならないかというと、塩原であり板室の本当に

強みは何なのか、弱いところはどういうところな

のか、それで、自分が仮に東京に住んでいる人間

だとして、どこか週末なり長期休暇に温泉に行き

たいと思ったら、どうやったら塩原を選んでくれ

るか、板室を選んでくれるか、その部分が正直非

常に弱いのであって、我々はそこをきちんとまず

やらないといけないと。 

  あわせてプロモーション、これも必ずやってい

かないと、名前を知ってもらわないことにはどう

しようもないというのがありますので、その部分

はこの１年、かなり力を入れてきているところで

すけれども、それだけやっていても、結局もう本

当に重傷で、重体の病人にモルヒネを打つだけの

話であって、その一瞬は、一瞬こう生き返るよう

な感じになるのかもしれませんけれども、根本的

な部分を直さない限りはどうしようもないと思っ

ております。 

  そういう意味で、まずは塩原を選んでもらう、

板室を選んでもらう、あるいはアウトレットを含

めていろいろ選んでもらう。それをするためには

どうするのかというのを大きく市のほうとしては

方針を考えて、各種の観光協会等とこれからきち

んと議論をしていきたいと思っております。 

  先ほど申し上げたように、県のほうともそこら



－170－ 

辺のところは、県のほうも全くそこはしっかりし

ていませんでしたので、先ほどちょっと述べたよ

うに、その広域で手形をつくってぐるぐる回すと

いうような話をしたときに、私は正直課長に申し

上げたのは、一体それを使う人はどういう人なん

ですかと、全くイメージが湧きませんと。じゃ、

矢板と大田原と那須塩原と那須町をぐるぐるその

手形を使って回る人ってどういう人なんですかと、

そう言ったところ、結局課長のほうもとまってし

まうわけですね。 

  では、一体どういう人を呼んでくるのかイメー

ジ湧くような形で、ターゲットが30代、40代の女

性だというんだったら、30代、40代の女性がこの

地域を滞在型で回るためにはどういうものがいい

のかというのをもう一度考えてくださいというふ

うに言って、県のほうには一度お返しして、今、

検討してもらっているようなところです。 

  そういうのも踏まえた形で、今後は那須塩原市

のほうもやっていくつもりでございますので、若

干これまでの説明ですと足りない部分、今市の方

針、戦略というのを十分説明できていないところ

がありましたので、この場をおかりして少し申し

上げたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、副市長、１点だ

けお聞きします。 

  今、副市長が言うのもわかります。 

  しかし、木下審議監が来て、塩原の人たちがや

る気になったことは十二分に評価できることだと

思うんですね。そのことをどういうふうに思いま

すか。 

  また、今までのまるっきり何か真逆のことを言

っているような気がするね。僕は意識が変わって、

それはもう阿久津市長に感謝をしているわけです

よ。４年間ずっとこの場で、スペシャリストじゃ

なくちゃだめなんだと、そういうことを訴え続け

て、今、今日に至っているわけです。せっかくい

い形になってきたんじゃありませんか。そこを否

定するんですか。そこをちょっとお聞きします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  副市長。 

○副市長（渡邉泰之君） 決して否定するつもりで

はありません。その部分については、繰り返しあ

ちこち言っているわけですけれども、プロモーシ

ョンというのは非常に重要です。知名度も上げて

いかないといけない。だけれども、それだけでは

だめなわけですね。80年代あたりで塩原もそうで

すし、熱海とかああいうところもたくさんプロモ

ーションしました。プロモーションした結果、そ

のとき人はたくさん来ましたけれども、きちんと

自分たちのところの差別化を図る、社会の情勢を

今後どうなっていくのかということをきちんと図

らずに、単にばんばんＣＭを出したところで、そ

の一瞬は人がにぎわうかもしれないけれども、塩

原もそうですし熱海もそうですけれども、今大型

の施設をつくって、それの耐震化で何百億という

お金が今必要になって、その負の財産、資産でも

って今、なかなか立ち直りができなくなっている

と。 

  そういう同じようなミスをしてはいけないとい

うことで、現在市のほうで改めてきちんと戦略を

考えていこうというふうに考えているわけです。 

  そういう部分において、まさに木下さんみたい

な方が来ていただくことで、我々もプロモーショ

ンのほうが、そこは一番公務員、市の職員が苦手

なところでありますので、そこの部分の補完はし

てもらいますけれども。 

  ただ、我々が、じゃ、民間から人が来てくれた

から、その人に全部戦略的な部分まで丸投げして
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いいかというと、そういうものではないだろうと。

そこの部分については、我々市のほうが市長をト

ップとして、それは戦略会議をつくってやるとい

うのが、どういうふうにしたら観光客がきちんと

来るのかという部分の根本的な部分は、それは誰

か１人に丸投げするんではないと。そういうとこ

ろはきちんとみんなで議論をした上で、民間から

来た木下さんもそうですし、私も外から来ました

けれども、そういう人間がみんなで話をしながら、

そこはきちんと決めていかないといけないと。 

  それをしながら、同時にそれに基づいて、じゃ、

明確にターゲットはこういう人にする、そういう

のを決めていったら、そのターゲットに向けてど

ういうような効果的なプロモーションができるか、

そういうところで繰り返しになりますけれども、

木下さんみたいな方のスキルを十分に活用して、

我々はやっていきたいと思っていると。 

  よく言うのは、そのプロモーションありきでは

ないと。プロモーションというのは、ターゲット

が決まらなければできないものだと考えておりま

すので、その部分の順序を間違えないように。 

  プロモーションのほうをやっていくということ

は、同時にそのマーケット、セグメントが一体ど

こなのか、どうやってお金を落としてもらうのか、

競合相手が誰なのか、そういうところを我々がき

ちんと示していかないといけないと、そう思って

おります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） その辺は、十二分に検討し

てもらいたいと思いますが、なぜか今、副市長の

お話を聞いていると、僕は150万人泊まっていた

宿泊客が75万人までに落ち込んで、それを今一生

懸命返そうとしている本市の取り組みですね。木

下さんも市の人間だと思って質問していますから、

しかし、もうマーケットは首都圏じゃないですか

副市長、どこなんですか。マーケットは首都圏だ

と思いますよ。 

  ただ、そのやっていることに僕は否定をしてい

るわけじゃないです。テレビもラジオも新聞も、

そしてＪＲとのタイアップも、非常に評価できる

評価だと思うんですね。 

  なのに、なぜそのように否定をするようなこと

を言われるのか、僕はよくわかりません。そこは

答弁はいいです。 

  しかし、これから質問するその那須塩原市観光

協会連絡協議会の概要等はどういうふうになって

いるか、その辺もお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいま観光協会

連絡協議会の概要ということでのお尋ねでござい

ます。 

  この協議会につきましては、３観光協会の連携、

協調によって、広域的に本市の観光振興を図るこ

とを目的としております。観光全般に関する振興

事業及び本市観光地の告知宣伝や旅行代理店への

営業等を行う観光誘客事業などの連絡調整、ある

いは企画立案をする機能を有しておりますので、

これを母体に推進を図ってまいりたいと考えてご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、本市の観光地が

再生につながる仕組みについてですが、官民共同

の体制が必要不可欠だと思います。 

  そこで、行政にしかできないことも存在すると

思いますが、本市の所感をお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 
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○産業観光部長（斉藤一太君） 官民共同の体制の

中で一緒に取り組むということは不可欠だが、そ

の中での行政にしかできないことというのはどう

いうことかというお尋ねかと思いますけれども、

行政の大きな役割といたしまして、観光交流人口

を増大させるといったようなことが挙げられると

思います。 

  また、観光振興の主役というのは、観光従事者

など団体や関係者でございますので、行政はコー

ディネーター役として、それを支援する役割を持

つと、そのように認識をしております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、最後に１つ、本

市の観光地が再生につながる仕組みづくりには、

なぜ民間の参画が必要なのか、本市の所感をお伺

いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） お答えいたします。 

  なぜ民間の参画が必要なのかということでござ

います。 

  観光振興には、長期的な継続性というものが必

要になってくると考えております。そういう中で

行政主導だけの観光振興施策には限界があるとい

うことから、民間の考え方などもあわせて検討し

ていかなければならないと考えてございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 本市の観光地が今後勝ち残

っていくためには、本市観光地のポテンシャルを

十二分に理解し、観光地の再生には官民共同の体

制づくりが必要不可欠だと思います。 

  ほかの観光地でもかなりテレビ等の旅番組で宣

伝されていますが、ここに来て、私は木下氏が就

任して９カ月がたち、塩原、板室温泉のフレッシ

ュさを感じるところです。本市の観光地が再生し

ていくためには、那須塩原市観光協会連絡協議会

の果たす役割は大きいものがあると思います。 

  今後、那須塩原市観光協会連絡協議会が観光全

般のシンクタンクとなり、例えば観光局のような

役割を果たすことにより、さらなる本市の観光が

発展することを強く要望し、またこの積極的な取

り組み、木下審議監の木下イズムが浸透していく

と、やがて塩原、板室温泉の宿泊客が倍返しで返

ってくるような予感がします。 

  那須塩原市観光協会連絡協議会のますますの発

展を期待し、この項の質問を終了させていただき

ます。 

  最後の質問に入ります。 

  ３、那須塩原市の不登校対策について。 

  不登校児童生徒数は年々増加し、平成23年度の

国公私立の小中学校の不登校児童生徒数が13万

9,000人と、過去最高を更新するなど、憂慮すべ

き状況にあることから、本市の不登校の解決に向

けた対応について、以下の点をお伺いします。 

  ⑴本市の不登校対策についての基本方針をお伺

いします。 

  ⑵本市の不登校の現状についてお伺いします。 

  ⑶本市の不登校問題の対策についてお伺いしま

す。 

  ⑷本市の不登校児童生徒への対応についてお伺

いします。 

  ⑸本市の適応指導教室の整備内容についてお伺

いします。 

  ⑹本市の不登校生徒の自立に向けた今後の取り

組みについてお伺いします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君の質問に

対し答弁を求めます。 

  教育長。 
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○教育長（大宮司敏夫君） それでは、本市の不登

校対策につきまして６項目にわたりましてお尋ね

ですので、順次お答えをさせていただきたいとこ

う思います。 

  まず、１番目、本市における不登校対策につい

ての基本方針でございますけれども、不登校はど

の児童生徒にも起こり得るものであるという、そ

ういう視点に立ちながら、全ての児童生徒に対し

て日常的にきめ細かく配慮し、対応することによ

りまして、不登校の予防に力を傾けなければなら

ないと、このように思っております。 

  そのために、本市の不登校対策につきましては、

未然防止、早期発見、早期対応、再登校支援、再

発防止を組織的に進めること、これを基本として

おります。 

  次に、２番目の本市の不登校の現状につきまし

てお答えをいたしたいと思います。 

  学校基本調査、これは国が行っておるわけです

けれども、学校基本調査におけます本市の平成24

年度の不登校出現率でございますが、小学校が

0.29、中学校が4.14と、こういう数字となってお

ります。 

  実数としましては、小学校が20名で、それから

中学校が145名ということでありまして、小学校

につきましては、前年度よりも４名の減、それか

ら中学校につきましては、前年度よりも28名の減

ということでございまして、小中学校ともに若干

の減少の傾向になっているというふうに受けとめ

ております。 

  次に、３点目、本市の不登校問題の対策につい

てお答えを申し上げたいと思います。 

  まず、未然防止対策でございますけれども、各

学校におきましては、教育委員会と連携して、子

どもたちにとって魅力のある学校・学年・学級、

そういった集団づくりを目指したハイパーＱＵの

積極的な活用、さらには教育相談体制の充実、ま

た全中学校取り組んでおります小中連携、一貫教

育による中１ギャップの解消、さらには通常学級

におけます特別支援教育の充実、さらに月ごと欠

席状況調査によります長期欠席児童生徒の実態把

握、こういったものを行います。 

  次に、早期発見、早期対応といたしましては、

今申し上げました中のハイパーＱＵの結果分析を

もとにしました支援体制の構築、それから学校生

活調査等の各種校内アンケートあるいは教育相談

の実施、さらにはスクールカウンセラーや心の教

室相談員、さらには市カウンセラーの活用、こう

いったものを行っております。 

  また、教職員対象の不登校対策研修会あるいは

各学校にて続けております不登校担当者、こうい

った方々の会議等によりまして、不登校の未然防

止あるいは初期対応等についての研修を重ねたり、

中学校区ごとのいじめ・不登校聞き取り調査等を

行ったりしているところでございます。 

  さらに、再登校支援といたしましては、児童生

徒サポートセンターが運営をいたします２つの適

応指導教室ふれあい、あすなろ、そして宿泊体験

館メープルの利用、医学的専門医によります医療

相談による個に応じた支援、これを再登校支援と

して行っております。 

  さらには、再発防止策、これも重要でありまし

て、学校におきましては、再登校した児童生徒に

対しまして、いじめ不登校対策委員会等を中心に

組織的、段階的な支援を行っているところであり

ます。 

  具体的には、心の教室相談員あるいは市のカウ

ンセラー、スクールカウンセラーとの連携を図り

ながら、必要に応じて適応指導教室あるいは宿泊

体験館メープルの利用を勧めるなどしまして、登

校の継続に向けた支援を行っているところであり
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ます。 

  次に、４番目の本市の不登校児童生徒の対応に

ついてお答えをいたしたいと思います。 

  各学校におきましては、スモールステップで再

登校に向かう個に応じた支援を行っております。

これに加えまして、教育委員会といたしまして、

スクールカウンセラーの配置あるいは医師や市カ

ウンセラー、担当指導主事を学校におけるケース

会議に随時派遣をいたしまして、不登校児童生徒

への対応につきまして具体的なアドバイスを行っ

ているところであります。 

  また、心の教室相談員を小中学校に15校配置を

いたしまして、相談室登校等の児童生徒への対応

あるいは相談業務に当たっているところでもあり

ます。 

  さらに、引きこもり、家から出られない状態に

なっている子どもたちですね、引きこもりの児童

生徒を支援するために、児童生徒サポートセンタ

ーに教育相談員がおりますので、その教育相談員

が学校の要請を受けまして、家庭訪問を行い、登

校あるいは適応指導教室通級への働きかけを粘り

強く行っているところであります。 

  なお、外部機関の利用によります再登校を目指

す児童生徒につきましては、当該児童生徒の実態、

あるいは要望、ニーズに応じまして、適応指導教

室や宿泊体験館メープルのこのいずれかの利用を

勧めたり、これらの施設の利用によります再登校

支援を行っているという状況にございます。 

  次に、５番目の本市の適応指導教室の整備内容

のお尋ねでございますけれども、本市におきまし

ては黒磯地区の児童生徒を対象としました適応指

導教室ふれあい、それから西那須野・塩原地区を

対象としました適応指導教室あすなろ、この２つ

の教室がございます。それぞれの適応指導教室に

は、教育専門員という位置づけで、これは学校の

教員がこれに当たっており、専任で当たっており

ます、それで１名。それから、教育相談員３名を

それぞれ配置をしているところでございます。 

  また、児童生徒サポートセンターには、学校の

依頼を受けて、先ほどお話ししましたように引き

こもりの児童生徒宅へ家庭訪問をし、生活の改善

あるいは登校、適応指導教室への通級を働きかけ

ております教育相談員が、それぞれ２名配置をさ

れているところであります。 

  また、平成21年度に本オープンしました宿泊体

験館メープルにおきましては、館長１名、教育指

導員６名、さらには寮父母２名、計９名のスタッ

フが配置をされておりまして、利用する児童生徒

の再登校支援を行っているというふうな現状でご

ざいます。 

  最後に６番目のお尋ね、本市の不登校生徒の自

立に向けました今後の取り組みにつきましてお答

え申し上げたいと思います。 

  各学校におきましては、不登校児童生徒の受け

入れ態勢を整備し、キャリア教育を視点に入れま

した支援を各学校の、それからそれぞれの児童生

徒の実態に応じて行っております。 

  また、適応指導教室や宿泊体験館メープルにお

きましては、達成感あるいは成就感を味わう体験、

あるいは不登校になった子どもたちの心のエネル

ギーをアップさせるさまざまな体験活動、こうい

ったものを通しまして、日常生活に対して自信を

持たせる支援を行っているところであります。 

  さらに、小集団におけるコミュニケーション能

力の育成にも力を入れておりまして、中学校卒業

後の自立も視野に入れまして、それぞれ一人一人

の実態に応じた支援を行っているというような状

況でございます。 

  今後もこういった支援を継続して、本市の不登

校児童生徒の自立に向けまして積極的に取り組ん
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でいきたいと、このように考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 教育長、答弁ありがとうご

ざいます。 

  それでは、那須塩原市の不登校対策について⑴

から⑹は関連をしておりますので、一括して再質

問をさせていただきます。 

  不登校出現率の本市の数値は、全国的にどう判

断すればいいのか、お伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） それでは、不登校出現

率のお尋ねでございますけれども、先ほどちょっ

と触れました学校基本調査によります平成24年度

の全国の不登校出現率、全国のですね。これは小

学生が0.31、それから中学生が2.56というような

数値であります。 

  本県栃木県に限ってのことですけれども、栃木

県の場合には、出現率は小学校が0.27、中学校が

2.86という数値となっておりまして、先ほどお答

えしました本市の状況、小学生が0.29、中学生が

4.11ということでございますので、4.14です、す

みません。 

  小学校については、全国の平均値から比べれば

若干下がってきたと。しかし、栃木県の数値と比

較すると、まだちょっと高い。中学校につきまし

ては高い状態にあると、こんなふうに私どもは捉

えております。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 減少傾向にある不登校児童

生徒の実数において、全国的に本市の状況はどう

なのか、お伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 実数につきましては、

先ほどお答えしたとおりでございますけれども、

平成24年度につきましては小学校が20名というこ

とで、前年よりも４名減、中学校につきましては

140名ということで、前年よりも28名減というこ

とで、これまで統計的なものをとってきた限り、

ここ数年、減少傾向にあるということで、私たち

はこの数字をさらに重ねていきたいと、このよう

に思っております。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） ただいま教育長のほうから、

小中学校とも減少傾向にあるということですが、

原因についてお伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 原因につきまして、こ

れというものはなかなかないわけですけれども、

先ほどお答えしましたように、本市におきます不

登校対策、未然防止、早期発見、早期対応、再登

校支援、再発防止、こういったものを粘り強く進

めていくことに尽きるのかなと、こう思っており

ます。 

  また、そういったものを組織的といっても、各

学校それぞれ実情も違いますので、その中で一人

一人の子どもたちのその要因というものもなかな

か複雑に絡んでいるものがあります。 

  そういったものを一つ一つ丁寧に対応していく、

そういった積み重ねがあったからこそ、こういう

ようなことになってきているのかなと思いますし、

しいて挙げればハイパーＱＵの導入、これも一つ

の効果をここにきて示して来ているのかなと。あ

るいは適応指導教室、さらには宿泊体験館メープ

ル、こういったものが、時間はかかってきました

けれども、ここに来ていい効果を出し始めている

と、そんなふうに思っております。 
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○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 教育長、私は、本市の不登

校対策は非常に評価できるものだと思っておりま

す。 

  そこで、生徒と保護者、学校との連携でどのよ

うな仕組みで支援が受けられるのか、仕組みを具

体的にお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） それでは、どういうふ

うな仕組みで児童生徒が支援を受けられるかにつ

きましてお答え申し上げたいと、こう思います。 

  不登校傾向あるいは不登校児童生徒、そういっ

た状況に陥った場合です。本人あるいは保護者が、

先ほど申し上げました適応指導教室等の通級、あ

るいは保健室登校、そういった要望、希望が出て

きた場合、学校が外部機関との連携があって、現

状の改善につながるかなと、あるいは適応指導教

室に向けたほうがいいかなと、そういったことを

判断しまして、学校と教育委員会あるいは児童サ

ポートセンター、これが連絡をとり合い、最終的

には担当の指導主事あるいは市のカウンセラー、

これが該当する児童生徒本人、あるいは保護者と

直接面接を行うと、状況をきちんと把握するとい

うこと。 

  そして、その上で本人の、あるいは保護者の要

望、ニーズ、あるいは聞き取りをしました本人の

現状に応じて、適応指導教室がいいのか、宿泊体

験館メープルがいいのか、あるいはそういった再

登校支援施設が有効かどうかということを、担当

の指導主事、それから市カウンセラー、それから

学校、そういったものが関係者が協議をしまして、

総合的に判断をして、本人あるいは保護者のほう

にお勧めをすると。そして、そういった施設を利

用すると、そんなふうに現在のところなっており

ます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 仕組みについても十分理解

をするところでありますが、２つの適応指導教室

と宿泊体験館メープルの改めて利用状況について

お伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） それでは、お尋ねの適

応指導教室２つありますけれども、それと宿泊体

験館メープル、この利用状況につきまして、最近

の状況をお話を申し上げたいと思います。 

  まず、２つの適応指導教室に通う児童生徒につ

きましては、平成22年度、42名、平成23年度、37

名、平成24年度は39名というような状況にござい

ます。 

  それから、宿泊体験館メープルのほうの利用の

状況でございますけれども、平成22年度は延べ

130名、実人数でいきますと50名。平成23年度は

延べ人数でいきますと291名、実人員でいきます

と38名。平成24年度につきましては、延べでいき

ますと227名、実人数でいきますと、47名が利用

しているというような状況でございます。 

  最新の状況ですと、平成25年、今年度は、11月

の現在におきましては、メープルの利用につきま

して延べ185名、実数でいきますと35名というこ

とでございます。 

  なお、宿泊体験館メープルの利用者の学校復帰

の状況ですが、平成22年度は70％の児童生徒が学

校復帰を果たしたと。23年度は63.2％、昨年、平

成24年度は74.5％ということで高い復帰率になっ

ているかなと、こんなふうに受けとめております。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 確かに宿泊体験館メープル

なんかの事業も非常に評価できるところだと思う
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んですね。行けば、75％ぐらいの人が復帰できて

いるわけですから、どうかそこの施設にうまく入

ってもらうような仕組みを、もっと構築してもら

いたいと思います。 

  そこに行くと、自分の子どもは不登校という多

分烙印を押されるのが非常にきついところだと思

うんですが、そういった諸事情をきちっと説明を

して、ぜひ１人でも多くの不登校の子どもが再登

校できるような、そういった仕組みを本市でやっ

ているわけですから、ぜひそういったのも宣伝と

いう形はおかしいとは思うんですが、きっちり周

知してもらいたいと思います。 

  また、中学校卒業後の自立を視野に入れた具体

的な取り組みについてもお伺いします。また、進

路ガイダンスの取り組みについてもお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） まず、その施設につき

ましての理解をすすめるという点で、ちょっとだ

け述べさせていただきますけれども、議員の皆様

方にはメープル通信というものを毎回送らせてい

ただいておりまして、その状況をよくご理解いた

だけているかなと思っております。 

  また、年度初めには、そのメープル通信につき

ましては、市内全戸回覧という形で紹介させてい

ただく努力もしております。さらに、メープル通

信ではなくてメープルだよりというのがありまし

て、これは地元の方々に、現在この施設がどんな

ふうになっているかということを、開設当時から

丁寧に説明をさせていただいておりますので、大

分あの施設の役割というのが理解されてきている

のかなと思って、大変感謝しているところでござ

います。 

  さて、お尋ねの進路ガイダンスのことでござい

ますけれども、中学校卒業後、不登校等で悩んで

いた子どもたちがどのように自立していくかとい

うことについては、私も大変重要なことだろうと

思っております。 

  ただ、卒業してしまった後、どう手が差し伸べ

られるかということは、大変悩ましいことであり

まして、それを今後どういうふうに構築していく

かということも大きな課題の一つであろうと、私

は認識しているわけですけれども。 

  まず進路ガイダンスにつきましては、適応指導

教室等に通級している生徒につきましても、相談

員が各学校の学年主任や担任と綿密な連携を図り

ながら、随時、情報の提供をしていきながら、通

常の生活の生徒と同様に、適切な進路指導を行っ

ているところでございます。 

  また、中学校、特に３年生につきましては、卒

業時の進路につきまして、翌年度の５月には全中

学生に対する進路調査というのもありますので、

それらに基づきまして、その進路先を把握してい

るというようなことでございます。 

  実際、メープルの利用者の中学３年生におけま

す高校の進学率につきましては、平成22年度で

90.9％、平成23年度で92.3％、平成24年度では

84.6％ということでございまして、こちらも高い

進学率になっているかなと、こう思っています。 

  私たちもその出口の部分について背中を丁寧に

押してやると、そういった対応を今後も進めてい

きたいなと、こう思っているところであります。 

  また、時折、卒業していった生徒たちから適応

指導教室や宿泊体験館を利用して、こんなことで

とても役立ちましたという、そういうお礼の手紙

とか、時折施設を訪れまして現状を報告してくれ

る生徒なんかもおりまして、大変うれしく思って

いるところでございます。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） それでは、部長、最後の再
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質問に入ります。 

  昨今、教育を取り巻く環境は大きく変化し、不

登校問題なども大きな社会問題となるなど、学校

だけではなく、教育委員会の適切な対応も求めら

れると思います。本市の不登校問題に対する教育

委員会の対応についてお伺いをします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 今後、本市におけます

不登校問題に対する対応の考え方というお尋ねで

ございますけれども、これまでもご答弁申し上げ

ましたとおり、本市にとりまして不登校児童生徒

の解消の問題というのは、大きな教育課題の一つ

だろうと思っております。 

  今まで申し上げましたとおり、さまざまな手だ

てを講じながら、１人でも多くの子どもたちが普

通の生活をして、進路実現に向かって頑張ってく

れるような対応をしていきたいと思っております。 

  その中で、しいて挙げれば、やっぱり未然防止、

早期発見、早期対応、この部分も大変重要だと思

っておりまして、各学校におきましては毎月、そ

の月の欠席日数４日を超えた児童生徒につきまし

ては、名簿作成して、個々にどういう対応をして

いったらいいか、どういうかかわりをしていった

らいいかということにつきまして、丁寧に対応し

ております。しかも、それも単なる病気による欠

席なのか、それとも不登校傾向に陥ったサインな

のか、そういった部分まで含めまして、丁寧に見

ながら対応しておりますので、これらの問題につ

きましては、今後とも粘り強く一人一人ケースが

違いますので、そのケースに応じたかかわりをし

ていくことが大切であろう。 

  そして、それぞれの施設、それから各学校の担

当者、学級担任等も全力でこの解消に向けて頑張

っておるところでございますので、今後ともご支

援のほうをよろしくお願いいたしたい、こう思っ

ております。 

○議長（中村芳隆君） ７番、櫻田貴久君。 

○７番（櫻田貴久君） 現在、本市の取り組んでい

る不登校対策は、非常に評価できるものだと思い

ます。不登校生徒を抱える保護者は、非常に悩み

苦しんでいるところだと思いますが、本市の不登

校対策においての引き出しは、多種多様でいろい

ろな状況に合わせられる仕組みだと思います。 

  ぜひこれまでの不登校児童生徒の自立に向けた

成功事例を参考にし、積極的に取り組んでもらい

たいと思います。 

  私は、今回、福祉教育常任委員会の視察で不登

校対策の視察をしてきましたが、そこでもすばら

しい対策をしていました。 

  しかし、改めて本市の不登校対策も先進事例の

一つだと改めて感じました。海外旅行をしたり、

海外視察に行って、初めて日本のよさを感じるの

と同じような感覚です。まさしく目からうろこで

ありました。 

  よくこういう話を聞きます。飛行機の機内で赤

ちゃんが泣いています。それを泣きやまそうとし

て一生懸命悪戦苦闘するお母さんを、客室乗務員

の方がお母さんを温かく見守って落ち着かせてい

る姿を見ると、赤ちゃんが泣きやむ。落ち着いた

お母さんを見て、赤ちゃんが泣きやむ。まさしく

不登校を持つお父さん、お母さんが冷静さを保た

れ、対策も冷静さが保たれるような対策も、これ

から積極的に考えてもらいたいと思います。 

  生徒、親の身になって、もっともっと優しく丁

寧に接してもらいたいと思います。限りなくゼロ

に近づける、そんな本市の不登校対策の取り組み

に期待をし、私の市政一般を終了させていただき

ます。 

  本日は誠にありがとうございます。 
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○議長（中村芳隆君） 市長。 

○市長（阿久津憲二君） 終わったところで大変恐

縮ですが、一言、観光について私のほうからお伝

えしたいことがありますので、お聞きいただきた

いと。答弁のときに言えばよかったのかもしれま

せんが。 

  観光が何で大事か。これは２つ大きなポイント

があるんです。 

  １つは、観光が復興すると、物が売れるとか地

域の商品、こういうものが大変分厚くなってくる。

こういうことで経済的にも大きな効果を生む。 

  もう一つあるんですよ。社会が安定する。えっ

と思う方があろうと思いますが、観光がちょっと

上向きになってくると、有効求人倍率が急激に回

復する。多分、今、那須塩原、黒磯のハローワー

ク、この裏の、これは宇都宮あるいは国の平均、

あるいは大田原のハローワークの平均をかなり上

回った数字で、きょう今手持ちの資料ございませ

んが、こういう側面もございます。 

  そのために、ただ旅館の経営者にたくさんお客

が来ていただいて、そしてうんともうけてもらい

たいと、こういうのも一つにはあるわけですが、

社会全体を見たときの観光の重要さって、非常に

この２つの点から大きいと、私は考えておりまし

た。 

  ただ、自分ももう生まれたときから板室温泉の

そばにいて、いいときも悪いときも全部見ており

まして、やっぱり行政として目に見える実績を見

てみたいと、こういう強い思いからこれを選んで、

このたくさんの応募があったわけですけれども、

副市長をトップとする選考会議で木下さんを選ん

でいただきました。 

  この非常に難しいのは、観光で大成功したとい

うのは日本には多分ないと思います。今、その大

成功をするために、わざわざこれ戦略会議をつく

って、私がトップでこの会議を行っておりまして、

わずか就任して４月に木下さんに来ていただいて、

これ数カ月ですよ、目に見える効果も上がってお

ります。そのほか、やっぱりみんなで意見を闘わ

しますので、そういう意味では激論のさなかと。 

  でも、この激論をしているのは、この周辺だけ

でなくて、栃木県にないと私は思って、とても心

地いい激論、最後の結論は、最後の責任は、私は

とらせていただきたいと、こういう思いで、どん

な思いがぶつかりあろうが、あるいは何しようが、

この目に見える観光、こういうものを構築するま

で責任を持って戦略会議のトップを務めさせてい

ただきたいと、こういうことで一言。 

  さっきのお話を聞いていると、何かけんかして

いるんじゃねえかみたいな、強くそういう意味も

感じましたので、そうではなくて、今産みの苦し

みをしていると、こういうことで広くご理解をい

ただければと思って、最後に一言発言をお願いし

ました。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（中村芳隆君） 以上で、７番、櫻田貴久君

の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで昼食のため休憩いたします。 

  午後１時、会議を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時０３分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  ここで議員の皆様方に申し上げます。 

  午前中の議会を見ていた方から、答弁者以外の

雑音がうるさいとの声がありました。会議規則第

153条に、何人も会議中はみだりに発言してはな

らないとあります。改めて質問者以外の私語は慎
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むように注意申し上げます。特に５番、佐藤一則

君、６番、鈴木伸彦君においては、注意するよう

重ねて申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 金 子 哲 也 君 

○議長（中村芳隆君） 次に、18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） 議席第18番、金子哲也で

す。 

  １番目に、教育文化行政について。 

  未来に向けて、那須地区の文化芸術の振興に一

層力を注いでいただきたいと思うことから、以下

の点についてお伺いいたします。 

  ⑴組織の改革について。 

  現在、生涯学習課は、生涯学習係、文化振興係、

青少年係、青少年センター、那須野が原博物館、

そして17カ所の公民館などと、幅広い範囲の業務

を統括しております。これらの業務を有効かつ効

率的に執行するためには、課を３つほどに分割し、

事務を執行していくほうが望ましいのではないか

と。特に文化振興係の所管する範囲は広く、発展

性が大きいと感じるために、文化振興課として独

立させ、動きやすい体制をつくってはどうか、市

の考えをお伺いいたします。 

  ⑵番、西那須野産業文化祭芸術祭の取り組みに

ついて。 

  三島ホール及びその他の施設で行われる産業文

化祭の一環として開催する芸術祭の催し物につい

ては、宣伝が行き渡らず、余り市民には知られて

いない現状であります。催しによっては、観客も

ほとんどいないものもあります。開催準備や運営

に当たっても、特定の課のみではなく全庁的に対

応して、市民が文化と芸術の水準を高め合うこと

はもちろんのこと、那須塩原市民としての一体感

を醸成できるような、市を挙げての芸術祭にすべ

きであると考えることから、この事業をより効果

的なものにし、魅力を高めるための取り組みにつ

いての市の考えをお伺いいたします。 

  ⑶パイプオルガンの完成。 

  約20年、待ちに待ったパイプオルガンが完成と

なりました。 

  しかし、これをこれからどう生かしていくか、

宝の持ち腐れにならないように、今後のパイプオ

ルガンを活用するための方針とスケジュールにつ

いてお伺いいたします。また、パイプオルガンを

有効に活用するためには、ハーモニーホールに音

楽専門の職員を配置すべきと考えますが、市の考

えをお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君の質問に

対し答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） それでは、金子哲也議

員から教育文化行政について３点ほどお尋ねがあ

りますので、順次お答えをいたします。 

  まず、組織の改革についてお答えします。 

  文化振興係の所管する主な業務といたしまして

は、小中学校における芸術鑑賞や産業文化祭の開

催、文化団体の活動支援を行う文化振興事業、さ

らには文化財の維持管理及び新規指定の調査、こ

ういったものを行う文化財保護事業、また黒磯文

化会館及び那須野が原ホール、こういったところ

の管理運営事業などがあります。 

  近年、市民の文化に対する要求も多様化してお

りまして、専門化し、文化行政に対する期待も高

まっておると認識しております。したがいまして、

充実した体制づくりについても、私としては認識

をしているところでございます。 

  次に、西那須野産業文化祭芸術祭の取り組みに

ついてお答えをいたします。 
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  芸術祭は、西那須野地区で芸術活動を行う個人

及び団体により、22部門で開催されております。

産業文化祭メーン会場で開催される展示部門、郷

土芸能祭、茶会とは別に、また三島ホールにおい

て音楽祭など６部門、公民館において短歌会など

４部門が開催されております。 

  これらの発表会は、文化協会西那須野支部を中

心とする参加団体の自主的な企画運営により実施

されており、事務局の生涯学習課は、会場の手配

や日程調整、広報等を担当しております。 

  現在、文化祭の開催は、旧市町の文化協会単位

で実施されており、参加募集、開催案内も西那須

野地区を中心に行われております。黒磯地区、塩

原地区も同様に、地域内での開催となっておりま

す。 

  しかしながら、那須塩原市誕生以来の念願であ

りました文化協会の合併も、ことしの９月に実現

し、今後ますます地区を横断した部門の交流も活

発になることが期待できることから、時期を見て、

市内全域の市民を対象とした芸術祭へと発展させ

たいと、このように考えております。 

  また、ＰＲの点ではございますが、さらに工夫

を凝らしながら、多くの市民にご来場いただきた

いと、このようにも考えております。 

  ⑶のハーモニーホールに完成したパイプオルガ

ンの今後の活用についてもお答えをいたします。 

  パイプオルガンは、17年にわたる期間を経まし

て、多くの市民からの浄財を得て、このたび完成

に至りました。 

  那須野が原文化振興財団では、県内の公共ホー

ル初の本格的なパイプオルガンを市内外に広く紹

介し、本市の音楽文化の普及に役立てたいと考え、

パイプオルガンによる定期演奏会のほか、次代を

担う青少年に音楽の楽しさ、すばらしさ、こうい

ったものを知ってもらうための学校向けコンサー

トや、年間20回程度のオルガン講座などを企画も

しております。 

  また、オルガン設置に当たり日本を拠点に活躍

しているオルガニスト、ジャン＝フィリップ・メ

ルカールト氏をアドバイザーとして招聘し、演奏

以外にも、設置後のオルガン調整や活用計画策定

にアドバイスをいただくことになっております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） １番目、⑴の生涯学習課

の中で、文化振興係があるわけなんですけれども、

文化振興課に格上げができないかということで要

望をしているわけなんですけれども、文化振興係

の仕事の範囲がなかなか見づらいというか、範囲

を決めづらいところがあるんですね。例えば、図

書館、博物館、ハーモニーホール、資料館、それ

から地域の伝統芸能とか、産業文化祭行事とか、

芸術祭とか、黒磯文化祭とか、公民館、コミュニ

ティ、それから黒磯オペラ、那須野大地、文化協

会といろいろあるわけですけれども、これが生涯

学習係なのか、文化振興係の仕事なのかというの

が、はっきりとなかなか区別のしづらいところが

あるんですが、その辺のところを、どれが、どこ

が担当しているのか、ちょっとお聞かせ願いたい

と思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） お答え申し上げますが、

それぞれのその細かな事務分掌等については、お

のずと生涯学習課という中で職員は動いておりま

すから、先ほど申し上げました主な事務分掌につ

いては、毎日のことですから、それに基づいて職

員は動いていると思います。 

  時には、その事業が集中するとか非常に人手が

足りないといった際には、当然相互協力というか
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助け合いの中でやっておるわけですので、基本的

には先ほど申し上げました文化振興係の所管する

事務というのは、芸術祭とか、あるいは文化財、

そういったものの関連の事業、そのほかに施設等

の黒磯文化会館、那須野が原ハーモニーホールと、

こういった管理運営、こういったものを柱に日々

業務をしているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） そういうことで、今生涯

学習課の中でやっているということなんでしょう

けれども、やはりこれから市の文化芸術活動発展

のためにも、その辺のところをもう少し改革して

いってもいいんじゃないかと。そして、例えば市

の美術グループとか美術家、こういうのをどうい

うふうに把握しているか。それから、また合唱グ

ループとか室内楽グループとか音楽家、音楽教室、

そういうのがたくさんこの広い市内にあるわけで

すけれども、そういうものをきちっと把握した上

で、それを活動を盛り上げていくような、やはり

そういう文化振興係、文化振興課にして、そうい

う活動をぜひしていってもらえればというふうに、

今すぐにじゃなくても、そういうふうな方向でぜ

ひとも持っていってもらいたいというふうに考え

ております。 

  これからの那須塩原市にとっては、この文化レ

ベルを高めていくことが、住みやすい町のランク

づけを考える上でもとても重要なことだと思える

んですね。そこで、文化振興係の充実を図ること、

これは欠かすことができないと思われます。とも

すると後回しにされがちな文化業務に対して、も

っと力を入れてもらいたいという要望で、この項

は終わります。 

  次に、産業文化祭芸術祭は、準備の段階からど

のように進められているか、ちょっとお伺いいた

します。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） ただいまの産業文化祭

の準備等のご質問でございますが、これは非常に

長期にわたって準備等を重ねております。 

  いずれにしましても、文化団体あるいは産業が

つくわけでございますので、産業文化祭に協力参

加いただく団体との調整、これは少なくとも６月、

７月ぐらいから動き出している話でございまして、

担当者はそれぞれの実行委員会を立ち上げた中で、

細部にわたる各部門との調整、あるいは日程の割

り振り、こういったことで長期にわたって準備等

を経ていると、このように理解をしております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） 長期にわたってやってい

るということなんですけれども、そういう中で広

報とか観客動員に対してどう対処しているか。ま

た、これらに対しての、各グループに対しての何

らかの補助というものが出ているのかどうか。そ

れから、全体をまとめて、例えば反省会をやると

か、そういうことがやられているのかということ

についてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） ご答弁申し上げます。 

  ただいまの件に関しましては、つぶさに私一つ

一つのその部門の様子ということは承知している

わけではございませんが、例えば実行委員会が一

つの事業をなし遂げました後に、それぞれの部門

ごとの反省、そういったことを踏まえて、それぞ

れ反省等を踏まえた中での決算に係る報告がなさ

れるわけでありますので、その中で詳細に意見等

が出され、翌年における祭りの反省点等が検証さ
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れると、このように理解をしております。 

  もう一つ、１点ございました補助の関係でござ

います。これは総体的には、実行委員会を組織し

ておりまして、市から補助金が流れるわけです。

その中で各部門、例えば総務部門とか企画部門と

かそういったところを経ながら、その補助金の活

用がそれぞれの部門間に振り分けられると、こう

いうことでございますので、一定のこれらの産業

文化祭に係る市の支援ということは間違いなくや

られていると、なされていると、このように理解

をしております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） 総体的に補助が出ている

ということで、それは各グループで配分されてい

るんだと思いますけれどもね。 

  そして、私も結構長い期間、音楽祭、芸術祭が

行われているので、全部が全部見ることはできな

いんですけれども、毎年できるだけたくさん見る

ようにはしているんですが、もう一つ盛り上がり

が足りないんですね。観客の動員も、例えばいろ

いろの邦楽あり、踊りあり、それから音楽、クラ

シックあり、歌あり、いろいろの部門があるわけ

なんですけれども、その部門によっては、お客さ

んがほとんど見られないというような部門もある

わけなんですね。もう少し何とか盛り上げて、そ

して一般の人に聞くと、そんなのやっているの、

知らなかったというのがほとんどなんですね。 

  ですから、観客も自分たちがお互いがグループ

がお互いの、例えば歌なら歌を聞き合うというぐ

らいになってしまうんでは、ちょっと寂しいんで

すね。やっぱり市民がそれに一緒になって、産業

文化祭芸術祭というからには、市民が一緒になっ

てやらないと余り意味がないわけなので、その辺

のところ、もう少し何とかならないかということ

で、先ほども文化振興課にしたらどうかというこ

とが出てくるわけなんですけれども。 

  産業文化祭芸術祭もただやりましたよというの

で終わってほしくないんですね。ことしはどうや

ろうかと。そして、その結果どうだったか、来年

どうしようかという、そういう検討がやはりぜひ

なされるようにして、持っていってもらいたいと

思います。 

  市民にわかりやすい産業文化祭にぜひともして

いってもらいたいという要望で、この項を終わり

ます。 

  それで、３番目、パイプオルガンのほうに入り

ます。 

  大分以前ですけれども、仙台のちょっと奥に中

新田という小さな町があったわけですけれども、

そこにバッハホールというすばらしいホールが誕

生しました。そこにパイプオルガンを設置して、

そこはもう本当に一大センセーショナルな話題と

なったわけですけれども、今でもそれは活躍して

いますね。 

  その後、水戸の芸術館にもパイプオルガンが設

置されましたが、これはホールのロビーへの設置

だったために、本当の意味での演奏会用のパイプ

オルガンじゃなかったものですから、今でも非常

に活躍はしているんですが、演奏会用とちょっと

違っていましたね。 

  それで、その後、福島にもパイプオルガンが設

置されましたけれども、これについては余り活躍

が見えてきませんね。 

  それで、今度那須野が原ハーモニーホールに本

格的なパイプオルガンが設置されたということで、

それこそ東京以北、北関東から東北にかけて、そ

のエリアでは本当に最高レベルのオルガンができ

上がったということで、本当に今うれしくてしよ

うがないんですけれども、ただこれを、この完成
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したパイプオルガンをこれからどう生かしていく

か。そして末永くこれをずっと活躍させていくた

めに相当本気で取り組まないと、よそでも失敗し

ているように、本気になってやらないとこれが生

きてこないんですね。そして、これが那須野が原

の芸術文化を通してのまちおこしに大きく役立つ

ようにしなくてはならないということで、それは

我々の責任でもあるわけですね。 

  そういうことで、これをどういうふうに使って

いくか。先ほどの答弁の中でも、小学生、中学生

に聞かせるんだという答弁をいただきましたけれ

ども、これを市内の全生徒に、一遍にではないに

しても、例えばもうことしは何年生と何年生は全

部聞かせますよというような形で、そういうこと

が可能かどうかお願いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） パイプオルガンの十分

な活用策についてのお尋ねでございます。 

  先ほど申し上げました年間20回程度のオルガン

講座は、既にもう企画されているところでござい

ますが、これは本市の考え方で、教育長が各公民

館等の活用ということで就任当初から申し上げて

いるところでありますけれども、第３日曜日が家

庭の日ということで、月１回は家族で過ごすこと

を強く提唱しておりまして、第３日曜日には市内

の生涯学習施設の無料開放等も行っているところ

でございます。 

  そういったところから、ハーモニーホールにも

お願いをいたしまして、来年４月20日の第３日曜

日には、小中学生には無料でパイプオルガンのコ

ンサートを開催するようになりました。 

  今後もこのような機会を捉えて、パイプオルガ

ンの有効活用を働きかけていきたいと、こういう

ふうなことでございます。 

  以上答弁でございます。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） ４月20日に小中学生に聞

かせるということですけれども、小中学生に聞か

せるといっても、あのホール全部使っても1,200

人ぐらい、２回にわたったとしても2,400人とい

うことでは、全然足りないんだと思うんですけれ

ども、これ、これっきりということではないんで

しょうけれども、全校生徒に１年のうちには１回

かもしくは２回聞かせられるような、そういう配

慮をぜひお願いしたいと考えております。 

  この文化については、市長は６月の答弁の中で、

生活のあらゆることが文化につながっていると答

弁されました。そのとおりだと思います。 

  私たちは、昔から衣食住の関係のあり方を文化

と呼んできましたね。今までさまざまな土地にお

いて、気候、風土、民俗の違いはあっても、衣食

住と人と人に関係づける文化というものを非常に

大切にしてきたのです。 

  衣食足りて礼節を知るという言葉がありますが、

まず飯だ、それから道徳だと。すなわち、まず経

済だ、財政だ、次に道徳、文化、芸術だというの

ではなくて、衣食と礼節は分けられない、分断さ

れないと、そして分断してはならないということ

だと思います。経済と文化はいつも一緒に考えな

ければならないのですね。ともすると、文化は置

き去りされがちなんですけれども。 

  そして、また武士は食わねど高ようじという言

葉がありますけれども、痩せ我慢ととられがちで

すけれども、ぜいたくと高貴さを混同していると

思いますね。 

  今、最も重要なことは、その自負心と高貴さを

我々の生活の中に取り戻すことだと思います。そ

れを踏まえることが教育文化を考えるその起点、

もとになる起点だと思いますね。生活と文化のた
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めに経済があるわけです。 

  これからの那須塩原を考えるときに、未来の那

須塩原を考えるときに、道徳も高貴さも芸術文化

も欠かすことができないものだと思います。これ

らをないがしろにしたらもうおしまいだと思いま

す。住みたいまちのランクづけには必要欠くべか

らざる要因であるというふうに確信しております。 

  その項を終わります。 

  次に、福祉行政についてお伺いいたします。 

  弱い立場の市民に対してどう支援していくか、

一層の福祉の充実を望むことから、以下の点につ

いてお伺いいたします。 

  児童養護施設等から、15歳以上または18歳以上

で退所していく者は、保証人の問題を初めとして

多くの社会的、経済的困難に直面している現状が

あります。施設を退所した若者が、スムーズに自

立した生活や各種学校への進学に移行できるよう

な支援はできないか、お伺いいたします。 

  ⑵配偶者と離別・死別した親に対する支援制度、

寡婦控除などと比べ、結婚せずして子どもをもう

けた未婚の親に対する支援は見劣りすると考えら

れます。市としてこのような未婚の親に対してど

のような支援ができるのか、お伺いいたします。 

  ⑶児童虐待や夫婦間暴力が年々増加しています。

弱い立場の被害者をどう守り、支援していくのか

をお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君の質問に

対し答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 福祉行政について

ご質問いただいております。順次お答えをさせて

いただきます。 

  初めに、⑴児童養護施設等入所者への自立のた

めの支援についてですが、児童養護施設は、児童

福祉法第41条に、保護者のいない児童、虐待され

ている児童、その他環境上養護を要する児童を入

所させて、これを養護し、あわせて退所した者に

対する相談、その他の自立のための援助を行うこ

とを目的とする施設と規定されております。 

  現在、栃木県内には11の児童養護施設がありま

すが、県が所管し、入所の措置等を行っておりま

す。 

  児童養護施設に入所中は、施設において退所後

の自立に向けた支援が行われており、退所後も施

設が相談や自立の援助を行っていると聞いており

ます。 

  また、退所後の保証人や自立支援施策として、

国は、平成19年度から児童養護施設等退所者の身

元保証人の保証金負担の軽減を図り、保証人の確

保を目指す身元保証人確保対策事業を実施し、さ

らに平成25年度からは、就労相談、就職活動支援、

職場の開拓などを目的とした児童養護施設の退所

者等の就業支援事業を開始したと聞いております。 

  次に、⑵の未婚の親に対する支援についてお答

えいたします。 

  本市におきましては、離別・死別あるいは未婚

にかかわらず、ひとり親家庭に対しましては、児

童扶養手当、ひとり親医療費助成制度、母子家庭

高等技能訓練促進費等支給事業その他の子育て支

援、就職に向けての自立支援を行っておりますが、

保育料において未婚の親のための特別な支援制度

はとっておりません。 

  次に、⑶児童虐待や夫婦間暴力の被害者支援に

ついて、お答えいたします。 

  全国の児童虐待及び夫婦間暴力、いわゆるＤＶ

の相談件数は増加傾向にありますが、本市におい

ては、平成22年度から24年度の児童虐待の相談件

数は133件、118件、127件で、ＤＶの相談件数は

49件、44件、37件の推移となっております。 

  現在、本市では、児童虐待に関する市民からの
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通報を24時間体制で対応しているところです。さ

らに、児童虐待については家庭相談員を中心に、

ＤＶについては婦人相談員を中心に県北児童相談

所、那須塩原警察署、小中学校、保育園、幼稚園

などの関係機関と連携しながら、それぞれのケー

スに応じたきめ細かな支援を行っております。 

  また、緊急性を要するような場合は、一時保護

やシェルターへの避難など、被害者の安全確保に

努めております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） 今回は、福祉の問題で幾

つかの例を挙げて、私自身が困ったなと。どうや

って支援していったらいいだろうかという問題を

幾つか列挙したわけなんですけれども、児童養護

施設から退所した子どもたちが、どういうふうに

してこれから人生を送っていけばいいのかという

ことで、最近、新聞でもついここのところ、高校

進学者が右肩上がりだということで、高校へ進学

しているということとか、生活費を自分で稼いで、

それで頼れる家族がなくて、募る不安がいっぱい

だというような記事とか、それからまた、早朝、

深夜も勤務で、力尽きて退学をしていくと。本当

に施設を巣立つこの学びの壁があるというふうな

記事が、たくさん最近は出ております。 

  これについては、私自身もいろいろ関係してい

る施設もあったりして、どうやってこれを支えて

いけばいいのかということで、市のほうへもぜひ

相談して、そしてその施設のほうは県のほうでや

っているわけなんですけれども、それでもやっぱ

りこういう自治体が支援していくということがど

うしても必要になってくると思うので、一緒にな

って考えてもらえればなということで、今回はい

ろいろこういうものを列記したわけなんですけれ

ども。 

  若者がどうやってあすを開いていくかという、

本当に大きな社会問題があるものですからね、何

か策がないだろうかということで、きょうは話題

に乗せるということで幾つか出しております。 

  例えば今のひとり家族の貧困層がふえているわ

けなんですけれども、そういう中でも、さらに未

婚の親というのが今は多くなってきているんです

けれども、それに対する支援というのは本当に国

のほうでは余りやっていないんですね。 

  それで、いよいよこの新聞では、12の自治体が

国の動きを待たずに始めたんだという記事が載っ

ております。そして、結婚して別れて、ひとり親

になった場合と、それから未婚の親の場合とでは

条件がかなり違ってきて、国の支援が本当に少な

くなってしまうんですね。そういうのをどうやっ

て支援していけばいいかということで、いろいろ

私自身頭を悩ませているわけなんですけれども、

その辺のところで市の福祉のほうで何か方策を考

えてもらえないかということで、ちょっとコメン

トをお願いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 今の議員の質問に

ついては、第１回目のご質問にあった寡婦控除と

いう部分でのご質問ということでよろしいでしょ

うか。 

  その部分につきましては、私のほうも新聞記事

は見ておりまして、そういったみなし、要するに

結婚していない方であっても、ひとり親で寡婦控

除のみなし適用というふうな自治体が出始まった

というふうな情報は、承知しております。 

  ただ、なかなかこの制度導入に当たっても、さ

まざまな問題があるといふうにも認識しておりま

して、那須塩原市としてこの制度を導入するにつ

いては、かなりの検討が必要だというふうに認識
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しております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） いろいろ問題点があるの

は、もう重々わかっているんですけれども、それ

をこれからいろいろのケースを見ながら、何とし

ても支援をしていかなくちゃならないということ

が、もう先にあるものですから、ぜひとも一緒に

考えていってほしいと思います。 

  それで、ひとり親家族の貧困層が本当にふえて

いる中で、国・県の支援は本当に厳しい状態にな

ってきております。 

  それと、３番目の児童虐待の問題ですね、これ

も何と６万件を超えているというようなことが報

道されていますね。年々ふえ続けています。 

  そんな中で、児童相談所と連携してキッズシェ

ルターが本市では頑張って支援活動を行っている

わけなんですけれども、たまたまけさの新聞です

ね、けさの新聞にも、この乳児虐待の記事が一面

に出ているんですね。そして、幼児が亡くなって

しまったということで。 

  そして、こういうキッズシェルターにしてもＤ

Ｖのシェルターにしても、本当にこういう問題の

紙一重というか紙一枚のところで、はらはらしな

がら支援活動をしているわけですね。本当にその

心情たるや大変なものなんですけれども。 

  そこで子どもの貧困が本当に問題になっている

中で、子どもの貧困率が15.7％で、６人に１人が

子どもの家庭の貧困層だと。ひとり親世帯の子ど

もは、そのうちの５割もあるんだと。それで、貧

困と虐待の関係も本当に切り離せない状態になっ

ていると思います。 

  きのうも、星議員のほうからファミリーサポー

トセンターの質問がありましたけれども、この那

須塩原市のファミリーサポートセンターも立ち上

げて２年がたったわけなんですけれども、そのサ

ポートの利用料も、１時間700円から800円という

ことで、サポート会員の苦労を考えると、これ以

下にするのはなかなか難しい。しかし、利用料を

出せなくて、サポートを頼めない低所得者がいる

ということが察せられるわけなんですね。現に料

金をもらいにくかったり、滞りがちな人もいるわ

けなんです。そして、そういう人たちをどうやっ

て支えていくかということ。 

  子どもの貧困ということで、ある新聞に母子家

庭の母親が働いている平均年収が、1998年には年

間200万の収入があったと。ところが2010年には

113万に減ってしまったと、こういうデータが出

ております。これらの弱い立場の人に我々がどう

支援できるかということを、本当に真剣に考えて

いかなくちゃならないことかなと思っております。 

  そして、ドメスティックバイオレンス、ＤＶの

問題については、私自身も長年直接的な支援を手

伝ってきたわけなんですけれども、年々ＤＶ認知

数が最多を記録するばかりで、一向にとどまるこ

とを知りません。現場に携わる人たちは、毎日相

談に、また保護に悪戦苦闘しているのが現状なん

ですね。体力的にも精神的にも時にぼろぼろにな

りながら、頑張っております。 

  そして、ＤＶ救済は、寄附金やバザーによる支

援金に頼るほかなくて、資金面でも非常に苦労し

ているのが現状であります。 

  このような現状の中で、地方自治体がもっと、

もう少しもう少し補助、支援の輪を広げて、救済

とか、それからもしくは防止策までやりやすくし

なくてはならないんじゃないかと。そして、不平

等をなくすように支援しなくちゃならないんじゃ

ないかと。 

  最近は、若い人のデートＤＶが多く見られるよ

うになってきているんですね。先日も那須塩原市
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の男女共同参画推進協議会連絡会でも、つい先月

ですよ、高校生240人の前でデートＤＶの寸劇を

見てもらって、そしてその後２時間にわたってワ

ークショップをして、生徒たちにデートＤＶの防

止のための話し合いをしてもらったんですね。 

  そして、その反響の大きさに本当に驚いており

ます。実際にその高校生たちがそういうデートＤ

Ｖに遭っている友達をたくさん見ているという反

響が返ってきております。いろいろなところでさ

まざまな弱い立場の市民を救済したり、過ごしや

すい町にしていくために、那須塩原市もきめ細か

な支援の手を差し伸べることを福祉部長に切にお

願いして、そしてまた、これが国の責任、県の責

任、県の問題だということにとどまらず、最終的

には、この町にそういう人が出れば、我々地方自

治体が支えなくちゃならないんだということをや

っぱりみんなで感じながら、本当に直接現場を見

てもらったり、理解してもらったり、ぜひそれに

対処してもらいたいということで、この項を終わ

ります。 

  次に、３番目、国際交流について。 

  従来から本市とリンツ市は中学生海外派遣事業

を通して交流を深めてきたところであり、先般、

渡邉副市長がオーストリアのリンツ市を表敬訪問

されました。また、この８月からフランスより国

際交流員を受け入れており、本市が今後一層国際

交流の取り組みを強化していくことを期待して、

以下の点についてお伺いいたします。 

  ⑴フランスから国際交流員を受け入れていると

ころではありますが、現在の活動状況についてお

伺いいたします。 

  ⑵さらなる国際交流推進のため、現在交流のあ

るリンツ市から、国際交流員をもう一人受け入れ

てはどうかということでお伺いいたします。 

  ⑶番、リンツ市との今後の友好関係をどう進め

ていくのかお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 金子哲也議員の質問にお

答えいたします。 

  国際交流についてですが、国際交流員の活動状

況については、７月末に本市へ着任以来、庁内各

課及び外部団体との連携のもと、さまざまな活動

に従事しております。 

  具体的には、フェイスブックを活用しての情報

発信、海外都市産業交流促進事業においてフラン

スを訪問する際の事前調整及び現地での通訳業務、

なすしおばらグリーンＦＭへの出演、市民大学プ

ログラムでの料理教室講師のほか、市内で行われ

る各種イベントにも積極的に参加をいただいてお

ります。 

  また、市国際交流協会設立20周年記念講演会や

フランス語講座での講師など、市国際交流協会と

の連携を初め、その他市内各団体からの講話依頼、

交流事業への参加要請などにも対応しております。 

  ⑵のリンツ市からの国際交流員の受け入れにつ

いてですが、国際交流員の招致事業は、今年度初

めて実施した事業であり、今後の招致については、

事業の実績等を踏まえ、検討していきたいと考え

ております。 

  次に、⑶のリンツ市との今後の友好関係をどう

進めていくのかについてですが、ことし10月に副

市長がオーストリアを訪問し、リンツ市の副市長

と面談した際に、面談の冒頭、リンツ市の副市長

から、生徒の交流を越え、市の深い交流関係を築

ければとの発言があり、青木家を通じての歴史的

縁や中学生の相互交流事業の実績を踏まえ、本市

として今後どのように交流していくか検討してま

いりました。 
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  その結果、姉妹都市を念頭に交流を進め、那須

塩原市誕生10周年記念事業の一環として姉妹都市

締結を行うという方針で、リンツ市と協議を進め

ていくことといたしました。 

  なお、今後のリンツ市との協議に当たっては、

オーストリアの日本大使館の協力を得ながら進め

ていきたいと考えております。 

  第１回の答弁といたします。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） ⑴ですね、国際交流員と

いうことで、初めての国際交流員ということです

ので、本当に手探りの状態かなと推測します。私

もしょっちゅう様子見にお伺いしているわけなん

ですけれども。 

  やはりしっかりした計画を立てて、市民レベル

での国際交流を十分果たせるようにアリスパッキ

エさんの周りで、そういう環境をぜひとも整えて

いってもらいたいというふうに思います。 

  その担当部のほうから出かけていくばかりじゃ

なくて、広く市民から、何ていうんだろうな、交

流の申し入れが、交流希望が押し寄せてくるぐら

いにしてもらいたいし、オープンな環境を市民に

知らせて、まだまだ市民は、えっ、そんな人がい

るのというのが現状ですから、どんどんやはり知

らせていって、そして十分な活躍ができるような

環境づくりを、ぜひしてもらいたいと思います。 

  これで⑴のほうはあれして、⑵のほうで、那須

塩原市は国際感覚のレベルが決して高いとはいえ

ないところなので、ここで初めて国際交流員を招

致したわけなんですけれども、ここで交流員を２

名にしたら、これはもう大変な大活躍ができるの

じゃないかということで、それだけの国際交流の

やる意味が十分あるのではないかというふうに考

えております。那須塩原市の未来に向けた大きな

変革になると思うんですね。ここで大改革に踏み

込んでもらいたいと思います。 

  リンツ市からの国際交流員が、例えば常駐して

いれば、これから進めていく姉妹締結に向けてと

てもやりやすくなるし、そして、しかも太いパイ

プ役にもなるということで、これも要望いたしま

す。 

  国際感覚になれていない方にとっては、何でそ

んなことをするんだという疑問もあるかもしれま

せんけれども、先々を見て、あと５年たったとき、

10年たったときに、国際交流の成果がはっきりと

出てくるというふうに思っております。 

  ⑶に入ります。 

  まず、今回、中学生のリンツ派遣の状況につい

てですけれども、どのような選考によって、何人

の生徒がリンツのほうへ行ったのか。そして、事

前の準備と研修はどのように行われたのか。そし

て、リンツ滞在は何日間、どういうことをしてき

たのか。そして、その成果はどうだったのか。そ

れをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） それでは、お尋ねの中

学生海外派遣研修事業関係についてお答えをいた

したいと思います。 

  派遣する中学生の数なんですけれども、これは

要綱にありまして、各中学校学級数に応じた生徒

を派遣するということでございます。 

  事前の研修なんですけれども、一応６月に団が

結成されるわけでありますけれども、そこから派

遣する10月までの間、事前研修ということで都合

９回にわたりまして、綿密な研修を重ねていくわ

けでございます。 

  内容としましては、派遣先となりますオースト

リアの歴史、文化、あるいは生活の様子、そうい

ったものの学習を進めると同時に、当然のことな
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がら、一人一人ホームステイをするわけでありま

すので、その間のホームステイ先の家族とのコミ

ュニケーションがとれるだけの英語力というんで

しょうか、そういったものを個人レッスンを中心

にしまして、相当な時間をかけて生徒たちに学ぶ

機会を用意してございます。 

  また、現地に行きましたときに、日本の紹介を

いたします。日本文化について、それから本市の

様子について、さらには生徒たちが学んでいる学

校の様子について、基本的には学校単位で紹介を

する、そういう場面がございますので、そのプレ

ゼンテーションの準備、こういったものなど、相

当盛りだくさんの事前研修を重ねて、子どもたち

はリンツに向かうというようなことでございます。 

  オーストリアに行った場合には、最初にオース

トリアの首都でありますウイーンにて、２日ほど

オーストリア市内の文化施設の見学とかそういっ

たものを含めながらオーストリアの文化をさらに

現地で学んだ後、金曜日にリンツ、リサのほうに

参ります。 

  リサで歓迎式を受けた後、それぞれのホームの

家族と一緒に週末を過ごすというようなこと。 

  週明けになりまして、一緒にリサに登校してま

いりまして、授業を受けるようになります。当然

リサはインターナショナルスクールでありますの

で、オーストリアそのものはドイツ語であります

けれども、校内においては英語で授業が行われて

おりますので、その英語の授業に２コマほど参加

をするというふうなこと。 

  その後、逆にリサの生徒たちに向けて、訪問し

た中学生が日本の文化あるいは自分たちの学校生

活について紹介をすると、そのような時間がござ

います。 

  そして、最後にお世話になった人たちに向けて

お別れ会ということで、用意してきましたプレゼ

ンテーション等を含めて、なごやかなうちに交流

をして、そして帰国の途につくというようなこと

でございます。 

  いずれにしましても、帰ってきた子どもたちの

感想ですね、大変勉強になったことはもちろん、

現地に行って初めて気がついたこと等、たくさん

過日の帰国の事後研修会において発表してくれま

した。また、いかにそのコミュニケーションをと

ることの大切さがわかったかというようなことで、

今後自分もしっかりと語学力をつけて、そういう

ような言葉が使える機会があったらば、ぜひ活躍

してみたいと、そんなことを子どもたちは発表し

ていたのが大変印象的でありました。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） 今のお話の中で、どのよ

うな選考ということで、希望者がどれぐらいいて、

そしてその中から何人選んだかということをちょ

っとお聞かせください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 失礼しました。 

  選考につきましては、各学校、校内での選考と

いうことでございますので、今年度の場合には、

市内の中学校２年生の学級数が36学級でございま

したので、36人ということになります。 

  ちなみに、内訳、ことしは男子生徒19名、女子

生徒17名というような構成になりました。失礼い

たしました。女子生徒が19名、男子生徒17名とい

うような状況でございました。 

  いずれにしましても、各学校で独自の選考をし

ていただいているということでございます。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） それで、次年度、また行

くことになると思うんですけれども、来年度は10
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周年を迎えて、例えば50人体制で行くとか、希望

者は全員やるとか、それからもしくは春と秋と２

回にわたってやるとか、何らかの10周年を迎えて、

そういうできるだけ大勢の学生を派遣できないか

ということでちょっとお尋ねします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） １人でも多くの生徒た

ちにこういう経験をさせてあげたいという気持ち

はよくわかります。 

  先ほども申しましたように、派遣するに当たっ

ては、９回にわたって入念な事前研修を行ってい

くわけですが、ここに至るまでも、実は毎年毎年

回を重ねていく中で、子どもたちに身につけさせ

て、そして行かせなきゃならない内容がより確実

にわかってまいります。そういったノウハウを重

ねて、効率よくプログラムをつくって今日に至っ

ているわけですので、これをその倍の数にふやす

ということは、現段階では非常に難しさを伴うこ

とになるのかなというふうに思います。 

  やはり、私たちとしては、子どもたちが十分な

自信を持って現地に行って、そして子どもたちに

少しでも多くの成功体験を積んで戻ってきてもら

いたい、それが子どもたちにとっては大変プラス

になるものであると、こう思っておりまして、そ

ういうことができるような力をつけるための事前

研修を行っておりますので、そのプログラム開発

とかスタッフの問題とかさまざまな問題をクリア

していかなければ、多くの子どもたちを今後派遣

するということは、非常に難しい課題ではないか

と、現時点では思っております。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） その辺のところはよくお

伺いできると思います。 

  それで、今度は、先日、副市長が表敬訪問をし

てきたということで、その結果報告をお願いした

いと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  副市長。 

○副市長（渡邉泰之君） 先ほど市長のほうから答

弁のほうありましたけれども、ことしの10月に、

私のほうでリンツ市のほうへお邪魔いたしまして、

ルーガー当時副市長とお会いして、会談をしてま

いりました。 

  先ほど市長からの話でもありましたが、冒頭そ

のルーガー副市長のほうから、生徒の交流を越え

て市の深い交流関係を築きたいというような発言

がありまして、あわせて、ご自身の修士論文が、

日本の明治の元勲とハプスブルク家というような

ものであったり、あるいはご自身の息子さんがリ

サというそのインターナショナルスクールに行っ

ていて、来年は那須塩原市に息子たちがお邪魔し

たいと、双子らしいですが、そんな話で、相当い

ろいろ先方の副市長さんから積極的にアプローチ

があったというのが実情でございます。 

  それを受けまして、こちらに戻ってきてから市

長のほうとも話をして、いい話であるので、こち

らのほうも真剣に考えていこうということになっ

たわけですけれども。 

  さらに、先日、日本の在オーストリア日本大使

館の公使、大使の次に来る方ですが、その方がリ

ンツ市に訪問したところ、現在私がお会いしたと

きにはまだ副市長だったんですが、現在市長にル

ーガーさん、なられまして、その市長のほうから

話を、那須塩原市との関係を進めていきたいとい

うことで、具体的には、昨日会派代表懇談会でも

市長のほうから説明したんですが、来年、国際ブ

ルックナー音楽祭というものがありまして、そこ

に那須塩原の市長をご招待したいと。それで、そ

こでさらに話を進めて、再来年の段階では、那須
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塩原市と姉妹都市提携をしたいと、そういった希

望を表明されたという話を、先日大使館を通じて

聞いた次第でございます。 

  こちらのほうとしては、来年９月ですと議会と

重なる可能性も高いわけですけれども、できる限

りそういうような話もありましたので、前向きに

検討させていただければと思っているような次第

でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） もう少しで終わりますの

で。 

  貴重なお話、ありがとうございました。 

  リンツ市との姉妹締結の時期は、来年、再来年

になるのかなというふうな感じですけれども、準

備や双方の合意や都合もあると思われますので、

それにしてもリンツ市と友好を深め、姉妹都市締

結をするのに、我々議員が何もしないで手をこま

ねいているというわけにはいかないと思うんです

ね。締結をする前に、議員が率先してリンツ市を

訪問して、つぶさにリンツ市を視察して、先方の

歴史、民俗、産業、文化芸術を研修、探求しない

でどうするんですか。市長、副市長、教育長にだ

けこれを任せておくわけにはいきませんよね。来

年はぜひとも議員もリンツ市に視察の予定を組ん

でもらいたいと思います。 

  議長に質問するわけにもいかないので、ここで

は、議長よろしくお願いしますとだけ言っておき

ます。 

  実は、私はリンツ市には行ったことがないんで

すが、すぐドナウ川を挟んでパッサウの町には行

っているんですね。 

  それやっているともう時間がないので、飛ばし

ます。 

  文化交流を単に情報交換の場所にしてはならな

いと思います。まず、人の交流、物の交流を前提

にすべきなのです。市政レベルだけではなくて、

市民レベルの交流を目指さなければ、大きな意味

はありません。そして、なぜその都市と交流する

のか。さらに、それ以前に、なぜ異文化交流が必

要なのかというコンセプトをきちんと考えておく

べきだと思います。 

  交流によって文化は成長し、高度なものになっ

ていきますし、自分たちの文化がどんなものか、

独自の文化がいかに大切か、反省的に理解できる

ようになります。人間自体が開かれていきます。

中学生、高校生などの夏休みを利用した留学交流

や現地の視察訪問、また産業などの視察、そして

意見交換と交流、さらに異文化への交流へと進ん

でいきたいと。 

  そして、その目的は、地域や民俗を理解するも

っとも重要な歓待ですね、歓待ってこの字を書き

ます。歓待する心を育んで、相手がそこにいるこ

との重要さを市民レベルで体験して、知ることで

あると思います。戦争時においても平和時におい

ても、この歓待ほど重要な行為はないと思ってお

ります。人間のできる最も高貴な行為といっても

よいと考えます。リンツとの交流によって近い将

来、那須塩原市に驚くような大きな効果をもたら

すことを確信しています。今こそ市長以下、執行

部の皆さんと一緒に、我々議員が国際交流のしっ

かりした基盤を築かなければならないときだと考

えています。 

  最後に、市長の考えをお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 今のお話ししたこと、聞

いていると理解しています、聞いていると理解で

きます。 

  ただ、今ばーっと国際交流について、こういう
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重要性があるとお話をいただきましたが、私は別

な観点からも非常に重要だと思って、力を入れて

いますが、本市を支える企業、この上位70社、こ

の納税の多いところから今盛んに行っております

けれども、全部、日本を相手にしているんじゃな

いんですよね、今の企業。もう世界に向かって、

全部戦略を組んで、そういう企業が大きな利益を

出していると。そんなこともございまして、ひと

りこの行政だけが那須塩原市内の限定版の物事だ

けに没頭している時代は、私はちょっと過ぎてい

るのではないかと、こういう観点からも、歓待の

心ではありませんが、広く心を開いて、特に本市

を代表するゴム会社、先日、工場の閉鎖等も一部

ございまして、お邪魔した折に、役員の方からお

聞きしたら、特に50年前、那須工場をつくったと

きは、国内向けが70％、海外向け30％。今はそれ

が全く逆で、もう海外に70以上が出ていると、国

内は30を切っていると、こういう時代になってき

ていると、こんなことが強く印象に残っておりま

す。 

  特に人の存在を100％認めていく、これが原点

になって歓待という言葉あると思うんですけれど

も、これは議会の中にあっても、あるいは他の地

域の人とのおつき合いでも、国外でのおつき合い

でも、これ人間の、日本人の精神を持った人なら

誰でも理解できる、そういうとても貴重な言葉だ

と思って今お聞きしておりました。 

  以上のような理由から、海外交流等につきまし

ても、許される範囲で了解がいただける範囲で継

続していきたいなと、そんな気持ちでおります。

ご理解いただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 18番、金子哲也君。 

○１８番（金子哲也君） ありがとうございました。 

  那須塩原市を住みやすい町、全国一にするため

に一緒に頑張っていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  終わります。 

○議長（中村芳隆君） 以上で、18番、金子哲也君

の市政一般質問は終了いたしました。 

  質問の途中ですが、ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ２時１０分 

 

再開 午後 ２時２０分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 相 馬   剛 君 

○議長（中村芳隆君） 次に、３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） 議席番号３番、ＴＥＡＭ那

須塩原、相馬剛です。 

  通告に従い、市政一般質問を行います。 

  １、スポーツ施設整備計画、青木サッカー場に

ついて。 

  平成25年２月に出されている那須塩原市スポー

ツ施設整備計画で、その目的を現有施設の特徴を

生かし、機能充実を図り、全国大会が開催できる

施設整備を行うとしており、スポーツの普及と振

興を図るとともに、市民の一体感を醸成する施設

の整備を目指すとしております。 

  そこで、この全国大会が開催できる施設、市民

の一体感を醸成する施設を念頭の置いて、質問を

いたします。 

  青木サッカー場は、サッカー競技の拠点施設と

しての整備を８項目で掲げております。 

  そこで、次の点を伺います。 



－194－ 

  ⑴施設設計の際、参考またはモデルとした施設

はありますか。ありましたら、それはどこの施設

ですか。 

  ⑵全国大会とはどの程度の大会を想定していま

すか。 

  ⑶この施設の収容人数は何人ですか。 

  ⑷駐車場は、750台収容となっておりますが、

十分ですか。 

  ⑸トイレは２棟の予定ですが、同時に何人使用

できますか。 

  ⑹観客、応援者用のスタンドは、どのように考

えていますか。 

  ⑺フットサル競技用の施設はどうお考えですか。 

  ⑻クラブハウスの設置計画はありますか。 

  ⑼施設内の体育館の使用目的はどうお考えです

か。 

  ⑽青木サッカー場の最終的なグラウンド全体の

デザインはありますか。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君の質問に対

し答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） 相馬剛議員からのスポ

ーツ施設整備計画、青木サッカー場について10点

ほどお尋ねがありますので、順次お答えを申し上

げます。 

  まず、青木サッカー場の整備の中での施設設計

の際、参考またはモデルとした施設がありますか

というお尋ねですが、特に参考またはモデルにし

た施設はございません。 

  また、２番目の、全国大会とはどの程度の大会

を想定していますかとのお尋ねでございますが、

スポーツ施設整備計画に記載のとおり、県大会、

関東大会レベルの誘致、開催を考えております。 

  ３番目の収容人数についてですが、観客席、こ

れを設けておりませんので、収容人数については

特に想定をしてはおりません。 

  ４番目の駐車場でございます。計画で750台収

容となっている点でございますが、通常の利用で

は十分であると考えております。 

  ５番目の、トイレは２棟の予定であるがという

ことで、同時に何人使用できるのかというお尋ね

です。 

  現在、男女合わせて28人が使用できる形となっ

ております。 

  ６番目の観客応援者用のスタンドについてです

が、どのように考えているかということでありま

すが、現段階でのスタンドを整備する計画は持ち

合わせておりません。 

  ７番目のフットサル競技用施設についてであり

ますが、これは平成24年度でありますが、体育館、

ご案内のように体育館ございますが、体育館をフ

ットサルに対応できるように補強、これをしてお

ります。 

  また、８番目のクラブハウスの設置設計につい

てでございますが、クラブハウスとしての整備計

画はありませんが、平成27年に建設を予定してい

る管理棟、こちらには一定の機能を備えた整備を

考えてございます。 

  ９番目の施設内の体育館使用目的はどう考える

かと、こういったお尋ねですが、現在はフットサ

ル、バレーボール、卓球、バドミントンあるいは

空手、こういったことに利用されておりまして、

引き続き同様の利用を考えていきたいと思ってお

ります。 

  10番目の青木サッカー場の最終的なグラウンド

全体のデザインはありますかと、こういったこと

でありますが、最終的なデザイン等はございませ

ん。現在のところ、整備を進めるための配置図、

こういったものはございます。 
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  この最終的なデザインというものが、私がイメ

ージするものと議員がイメージするものは多少相

違があるかもしれませんが、最終的には、この施

設整備がなった後には、その施設が一望できるよ

うな、あるいは案内図的なそういったグラウンド

の中を示す配置図等の整備、これは必要だろうと

考えておりますので、そういった整備は今後必要

になってくると、このような認識であります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） それでは、再質問に移りた

いと思いますが、全国大会のレベルの誘致という

ことを、すみません、大前提に考えておりました

ので、若干質問がかみ合わなくなるかもしれませ

んが、ご容赦願いまして、進めます。 

  ⑴の施設設計のモデルとなった、参考にされた

施設はなくて、本市のオリジナルだというご答弁

でございます。 

  私、市会議員になりまして、半年で約６カ所、

その行政視察というふうなものに行かしていただ

きまして、いろいろな先進の事例の箇所を見させ

ていただきました。このような大きな事業がある

ときには、どこかこう参考にするようなところで

見てきたり、そういったことがあるのかなという

ふうにちょっと思っていたものですから、そうい

うことはないということなので、理解をいたしま

した。 

  そこで、⑵の質問ですが、県・関東大会レベル

の誘致を考えているというご答弁でしたが、先日、

国体の誘致種目ということをお聞きした際に５種

目ありまして、たしかサッカーが入っていたと思

います。恐らく国体は、全国大会レベルの大会に

なるだろうというふうに思いますが、国体を誘致

しようとしているというふうに理解しております

が、もし誘致をした場合に、その対応はどのよう

にお考えになるか、お伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） ただいまのお尋ねです

が、私どもが想定しております主な大会としては、

サッカー場についてでございますけれども、栃木

県の社会人サッカーのリーグ大会とか、あるいは

全日本少年サッカー栃木県大会、あるいは関東サ

ッカーリーグ等の会場の１つと、こういったもの

の収容を想定して整備を進めておるわけですが、

ただいま相馬議員からのご質問にもありましたよ

うに、実は国体の誘致も含めてなんですが、26年

の８月には国民体育大会関東ブロック大会の会場

の１つになってございます。 

  したがいまして、そういった大会等も開催され

るということから、その規模等も含めて開催可能

かどうかということを、これは対応せざるを得な

い状況でありますので、これらは開催可能な状況

に今から持っていくということは当たり前な話な

んですが、当然国体として手を挙げているという

ことからして、そういった受け入れキャパシティ

の問題もおのずとクリアしていかなければならな

いと、このように現時点では考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 副市長。 

○副市長（渡邉泰之君） 今部長からの答弁、若干

補足ですけれども、国体のほうを誘致するに当た

っては、青木のサッカー場だけでは、あの１つだ

けでは足りないんですね。今回の国体のほうの基

準としては、サッカーについていうと、分散開催

を認めるということでございますので、そういう

ことであれば、那須塩原市も他の都市と連携する

形でサッカーを誘致することが可能だということ

で、実は国体のほう、那須塩原市からも手を挙げ

させていただいていると、そういった経緯がござ
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います。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） はい、わかりました。 

  どのような大会になっていくかというのは、今

後の状況によってということなんだろうと思いま

す。そういうことで理解をいたしまして、続きま

して３、４、５をまとめて質問させていただきま

す 

  先ほど施設の収容人数が設定がされていないと

いうことだったんですが、それで駐車場は750台、

トイレは２棟で同時に28人が使用できるような施

設になるということだったんですが、その収容人

数が、全体が設定されていないところに、その駐

車場の数の設定、トイレの数の設定というのは、

何をもとにその数の設定をされたのかお伺いいた

します。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） 基準となる収容人数等

の想定がない中でというお話でございますが、駐

車場の整備は、議員ご案内のように、整備計画の

中で750台というふうになっておりまして、これ

は各大会によっても上位何チームとかですね、そ

れぞれ大会によっておのずと異なるわけですね、

リーグ戦であっても。 

  １つには、現段階で750台を整備すれば、ある

程度の対応はできるだろうという想定のもとで、

24年度に250台の整備をしたということになって

おりまして、今後26年、28年にはかかりますけれ

ども、全部で750台を整備する予定であります。 

  特にご懸念な点は、不足される場合であります

が、ただいま副市長からのほうにもありましたが、

例えばその大会が分散型とか集中型とか、その大

会にもよりますが、その都度それに合わせる形で、

不足が当然予測される場合については、おのずと

臨時駐車場の確保とかそういった別な750台以外

の視点でおいて、整備をしながらというか対応す

るという形で、今のところは考えているところで

す。 

  トイレも同様な形で、現行、不足する場合につ

いては、おのずと仮設トイレのような、そういっ

た対応、これを視野に入れて、28のトイレが整備

されて使えると、このような形でご理解を願いた

いと思います。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） はい、わかりました。 

  青木サッカー場のスペースは、１カ所で４面の

グラウンドが最終的にはでき上がる予定になって

いると思います。１面で１日２試合、合計で１日

８試合できる、そういう施設になるだろうと思い

ます。 

  通常、少年男子の全国大会クラスの少年男子の

大会をもし開催した場合、１日に16チームが入る

ことになります。当然選手、スタッフで約320人、

その応援団が約1,600人、観客2,000人という計算

をしますと、4,000人は恐らく集まるだろうとい

うふうなことが予想されます。 

  そういった試合進行、また大会開催の進行を十

分シミュレーションをしていただいた上で、今後

の施設の設置計画等をお考えいただければという

ふうに思います。 

  続きまして、⑹のスタンドの整備の件ですが、

スタンドの整備をする予定はないということです

が、青木サッカー場はスポーツ施設の整備計画に

入っていまして、スポーツ施設だろうというふう

に思います。競技者用の体育施設ではないだろう

というふうに思います。 

  このスポーツ施設、そのスポーツというものに

ついてですが、このスポーツという文化は、国や

民族を越えて、全世界に発展してきた文化だと思
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います。 

  なぜこれだけ世界中にスポーツという文化が広

まって、しかも発展してきたかというふうに思い

ますが、私が思いますには、人を応援する文化だ

ろうというふうに思います。グラウンドの外にい

る人が、グラウンドの中にいる選手に何かを期待

して応援をすると。そして、またそのグラウンド

内の選手が、応援団に対してその期待に応えよう

として全力のプレイをする、そういった構図が、

スポーツを世界的に発展してきた文化なんだろう

と思います。 

  例えば、サッカーでいきますと、あれだけの広

い敷地の中にピッチの中にいる選手は22名です。

11人・11人ですから22名だと思います。 

  しかし、そのサポーターと言われる方々は地方

大会で何百人、全国大会ですと何千人、これが国

際大会というふうになりますと、何万人というサ

ポーターの方が応援に駆けつけるというような、

それが文化なんだろうというふうに思っておりま

す。そこにサポーターと選手の一体感が生まれる

ことによって、会場におられる皆さんが満足でき

るような文化なんだろうというふうに考えており

ます。 

  例えば10対ゼロで負けていた試合でも、サポー

ターは何とか１点とってもらえるんじゃないかと

いうふうなことを、最後まであきらめずに期待す

るわけです。その中のピッチにいる選手も、その

期待に応えようと最後まであきらめないでプレイ

する、そういうものがスポーツという文化を発展

させてきたものだろうというふうに考えます。 

  そういう場面を多くの市民が見ることによって、

市民の一体感を醸成する施設になるだろうという

ふうに考えますので、ぜひサポーターのことも考

えた上で、スタンドがすぐつくれないということ

はあるのかもしれませんが、当然多くの人がどう

いうふうに動いて、どういうふうに応援をして、

どういうふうに帰るのかというところまで、きち

んと１面１面のグラウンドの周りを考慮をしてい

ただいた整備というものを考えていかなければい

けないのではなというふうに思います。 

  部長はそういうふうなことをどのように考える

か、お伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） ただいまのご質疑です

が、この整備計画を策定するに当たっても、現在

あるサッカー場の面的な整備も含めて、そういっ

た応援席、観覧席も含めた考え方、なかなか場所

とりも整備計画の中では難しいということもあり

ます、狭いということも。 

  あるいは、起伏が若干、今修正しましたが、非

常に起伏にとんだ部分がありまして、当面、現段

階の整備計画では、そういった必要な場合につい

ては、仮設のスタンド等で対応したいと、このよ

うに基本的には考えています。 

  この後、その青木サッカー場の発展的な利用、

そういったものが促進されれば、そういった考え

方も今後出てくるのかと思いますが、当面今の整

備計画の中では、そういった状況にあったときに

は仮設スタンド等によって対応すると、こういっ

た方向性でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） 仮設のスタンドで対応され

るというふうなことだと思いますが、今現状、そ

の人工芝のグラウンドにつきましては、周りがネ

ットで仕切られておりますので、ある程度は人の

流れはきちんとするだろうと思いますが、上側の

というんでしょうか、北側の２面の芝のグラウン

ドにつきましては、どこからでも入れるというよ
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うな状況、堀があるんですが、堀を越えてでも入

れるというような状況になりますので、非常にそ

の大会運営上、余り見ばえがよくないというとこ

ろはご理解いただけるんだろうと思いますので、

その辺のサポーターの動きというものを十分考慮

した上での整備ということをお願いしたいという

ふうに思います。 

  続きまして、７と９、体育館の件ですので、ま

とめて再質問いたします。 

  フットサル競技は体育館で対応するということ

と、また体育館は他の競技にも使用することがで

きるというふうに伺いました。 

  青木サッカー場内の体育館の整備につきまして

は、平成24年に先ほどされたというふうに伺って

おりますが、体育館の整備はもう完了ということ

でよろしいんでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） 私ども想定している整

備については、24年度で終了ということで、補強

工事が完了というふうに理解をお願いしたいと思

います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） 体育館の整備は完了という

ことですが、道路から見える壁面のマークは、で

きれば早目に那須塩原市のマークにしていただい

たほうがよろしいんじゃないかというふうに思い

ますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  続きまして、10番のグラウンド全体のデザイン

についてですが、グラウンド全体のデザイン画が

ありますと、それが先ほど完成後は案内板を含め

てそういうものをつくるというようなお話だった

と思うんですが、今現時点で、もし完成予想図が

あれば、ここはこういうふうになるんだろうと、

ここはこうなるんだろうというふうに、見ればす

ぐわかる、よく分譲地ですとか、民間のマンショ

ンですとかであるように完成予想図というのがあ

って、そういうものがあれば非常にわかりやすい

のかなというふうに思って、お伺いはしていたん

ですが、この計画が平成24年に計画書ができ上が

っておりまして、そしてことしその25年にその計

画が変更されて、馬場の設置というようなお話が

あります。 

  これにつきましては、馬場の設置につきまして

は、全体のデザインからするとどういうふうにな

るのか、ちょっと想像がつかないところではある

んですが、馬場の設置については現有施設の特徴

を生かすという点では、目的に合致するのだろう

というふうに思いますが、大きな大会を開催する

施設というものにつきましては、馬場については

大会が開催できるものではないというふうに先日

お伺いしましたので、その大会を開催する施設と

いう目的には合致しないのではないかなと。 

  また、市民の一体感を醸成する施設と目的にう

たわれておりますが、それについては逆に障害に

なったりすることはないのかなという懸念があり

ますが、それについてはどのようにご説明いただ

けますでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） その点につきましては、

青木サッカー場のサッカー面の整備の中に新たな

施設整備が入ってくるということでありますので、

いずれにしましても、それらが稼働する段階にお

きましては、当然その安全性の配慮ということは

欠かすことのできない話ではありますので、それ

らには十二分に対応をもって対処したいと、この

ように考えております。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 
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○３番（相馬 剛君） そういうふうに計画が、も

しかして残りあと３年の整備計画、９年間の、青

木サッカー場の９カ年計画のうちの残り３年とい

うふうになってくるわけですけれども、今後また

この計画についていろいろ変更されるということ

が出てくる可能性があるんでしょうか。もう一度

伺います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） せんだっての議員さん

方への説明会の中で、私のほうからもこれまでの

若干の経過等のお話をさせてもらいましたが、基

本的には馬場の整備ということは、大きくこの阿

久津市政にかわってから、つまり自立圏の定住促

進、こういったものが大きな市の施策として変わ

ってきました。 

  折も申し上げましたように、新たなその資産価

値が見出されるということで、それらの定住促進

に係る部分については、できるだけ加速して、早

く整備というか俎上に上げたほうがいいんではな

いかということで、非常に整備計画が上がってか

らの非常に短い期間であったために、あのような

私がその資産価値への考慮というか、目のやり場

が非常に足りなかったということでお話し申し上

げましたが、今後こういった計画等の変更は必ず

しもないと、この場で申し上げるわけにはいきま

せんが、それぞれ時々の社会情勢、例えば今の時

点では想定しづらいですけれども、税収が非常に

落ち込む何か事態があるとか、社会変動が著しい

ような場合には、当然のことながら、その事業量

の縮小とか、あるいは年度を送るとか、そういっ

たことをあるということではなくて、想定するこ

とが当然我々としてもあるのかなというふうな感

じはしております。 

  できれば、今の計画のまま進んで完了を見たい

というのが、当然我々の願いでもあるんですが、

ですから、今後今回のような変更があるのかとい

うことについては、その時々のやはり事情、社会

情勢等もやはり勘案しながらということがありま

す。 

  答えになっているようでなっていないかもしれ

ませんが、そのようなことで、多少の計画のその

送りとか、事業の規模の縮小なんかは今後出てく

る可能性もあるのかなという感じはしております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） はい、わかりました。 

  何となくグラウンド全体のデザインがわかるよ

うなものがもう一度あれば、また今後そういった

お話をお伺いしたいと思います。 

  それでは、次の質問に移ります。 

  ２、スポーツ施設整備計画テニスコートについ

て。 

  くろいそ運動場のテニスコートは、これまでも

大規模な大会を開催した実績があり、また、来年

ねんりんピック栃木2014のソフトテニス会場とな

っております。 

  そこで、次の点を伺います。 

  ⑴現存のコート12面を人工芝に、サッカー場に

８面、計20面の整備計画がありますが、この整備

日程を伺います。 

  ⑵ねんりんピックでソフトテニスの参加予定者

が640人としていますが、選手控室、トイレ、観

客席など、十分な施設となる予定でしょうか。 

  ⑶テニスコート全体の完成予想図はありますか。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君の質問に対

し、答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） それでは、テニスコー



－200－ 

トについてお尋ねが３点ほどございますので、順

次お答えをいたします。 

  まず、⑴の整備の日程等についてのご質問であ

りますが、まず現存の12面につきましては、本年

度８面、残り４面を来年度整備する予定でござい

ます。 

  サッカー場に新設する８面のコートについては、

これはサッカー場が専らということではなく、多

目的に広場として活用をしておるところではござ

いますが、こちらについては、８面のコートにつ

いて平成27年度に設計、28年度に整備する計画と

なってございます。 

  また、⑵のねんりんピックで、ソフトテニスの

参加予定が640人としていますが、選手控室、ト

イレ、観客席など十分な施設になりますかとのお

尋ねでございますが、これまで500人を超える大

会をこちらで開催もしております。 

  ご案内のように、国体の開催も、議員はご存じ

かと思いますけれども、そういったことで500人

を超える大会なども開催しておりますし、また、

ねんりんピックは、２会場で開催するとも聞いて

おりますので、対応は十分可能と考えております。 

  また、３点目のテニスコートの全体完成予想図

でありますが、先ほどのサッカー場の整備の中で

触れましたように、現在のところはございません。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） それでは、再質問させてい

ただきます。 

  ８面は、今年度中、残り４面は来年度の予定と

いうふうにお伺いしましたが、これはねんりんピ

ックには間に合うように整備ということでよろし

いんでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） お尋ねのとおり、ねん

りんピックに間に合わせる形で、26年度、早い時

期にこれらの完成をしたいと、このように考えて

います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） そこで、その新設する８面

のコートについて、28年度に整備するというふう

に言われたのですが、そのねんりんピックに、そ

うすると、くろいそ運動場のテニスコートが間に

合うのは12面、残り８面は間に合わないというこ

とでよろしいんでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） そのとおりでございま

して、当初計画としては、20面のコートの整備を

我々考えておったわけですが、整備の計画の策定

途中に、こういったねんりんピックの話が出てま

いりました。 

  今、現存する施設12面を早急に整備して、これ

に対応するということでありますので、ねんりん

ピックだけを焦点当てた場合には、そのような形

になりますが、全体的には20面の整備を私ども考

えていたためにそのような結果になったというこ

とで、ねんりんピックに間に合うか間に合わない

かということになれば、この８面についてはその

後ということになりますので、ご了解いただきた

いと思います。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） 間に合わないということで、

２会場恐らく那須野が原公園のコートを使ってと

いうことだったと思いますが、２会場を使って、

その全国的なねんりんピックの大会を開催すると

いう計画になってしまったということなんだろう

と思いますが、ねんりんピックというのは、60歳
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以上の方のオリンピックのようなもので、試合の

勝敗というよりは、ほぼ交流が目的だろうという

ふうに思います。 

  その交流が目的の大会に、その会場を２会場に

分けるというのは、なかなか目的が達成できない

んではないかなというふうに思うわけでございま

すが、その新設分は、８面というのは、そのねん

りんピックに間に合わせるということについては、

物理的には無理というふうに考えてよろしいんで

しょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） ただいまの８面につい

ては、物理的に不可能ということになります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） その全国大会が２会場で行

われたということは、恐らく過去さかのぼっても

そんなにないことなんだろうというふうに思いま

すので、来ていただいた選手の皆さん、またその

サポーターの皆様に、不満というか、余りよくな

かったというふうなことを言われないような開催

計画を組んでいただきたいというふうにお願いを

いたしまして、３番の完成予想図についてですが、

先ほどサッカー場で申し上げたように、整備をす

る前に完成予想図があれば、非常に市民はわかり

やすいと。市はこのように考えているのだなとい

うふうに、そこの会場に来られた方がわかりやす

いのではないかなというふうに考えますので、も

しつくれるのであればご検討をいただければとい

うふうに思います。 

  続きまして、３番の質問に…… 

○議長（中村芳隆君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時００分 

 

再開 午後 ３時１０分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） 引き続き質問をいたします。 

  ３、スポーツ施設整備計画ソフトボール場につ

いて。 

  ソフトボール競技は、小中学生を中心に全国的

な活躍をしており、本市を代表する種目となって

おります。そして、その拠点をにしなすの運動公

園、三島体育センターとしており、昨年には全国

中学校体育大会のソフトボール会場となりました。 

  そこで、次の点を伺います。 

  ⑴昨年の全中大会後、施設の改善点はあります

か。 

  ⑵グラウンド内の整備と観客席の整備はどうお

考えですか。 

  ⑶ソフトボール場の完成予想図はありますか。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君の質問に対

し、答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） それでは、続きまして

スポーツ施設整備計画におけるソフトボール場に

ついてお答えをいたします。 

  まず、１番目でございますが、昨年の全国中学

校体育大会後、施設の改善点についてのお尋ねで

ございますが、大会後の施設の改善点は特にござ

いません。 

  ２番目のグラウンド内整備と観客席の整備、こ

れをどのようにどう考えているかとのお尋ねでご

ざいますが、グラウンド内の整備につきましては、
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バックネットのラバーフェンス設置や、内野部分

の排水改良等、これを考えております。また、観

客席につきましては整備する予定はございません。 

  ソフトボール場の完成予想図についてでありま

すが、これも先ほどと同じような回答になります

が、完成予想図については、ありません。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） まず、１番の全中大会後の

改善点はないとのお答えでしたが、すみません、

大会に参加した人々からお話を伺ったところ、保

護者ですとか、見にいった方のお話を伺いますと、

見る場所がなかったということを多く聞きました。

応援する人、また見にきた保護者の人が自前で椅

子とテントの屋根を持ってきたんですが、設置す

る場所がないというようなことで非常に困ってい

たというふうなお話も聞いております。 

  また、高柳のグラウンドの北側に300名分ぐら

いの、北側のグラウンドに１塁側、３塁側で約

300名ぐらいのスタンドが設置をされております

が、また、三島のグラウンドについては全くござ

いませんので、やっぱりいる場所がないというふ

うなことを伺いました。 

  それともう１点、先日の学童ソフトボールの県

大会で高柳のグラウンドと三島のグラウンドの設

備の差というのがありまして、高柳のグラウンド

には移動式の外野フェンスが用意されております

が、三島のグラウンドには外野フェンスがないた

めに、同じ条件で大会が運営されていないという

ふうなお話を伺いました。そのフェンスのあるな

しが試合結果に実は響いたとおっしゃって帰った

方がおりましたので、その辺の整備を今後ご検討

いただければというふうに思いまして、次、４番

の質問に移ります。 

  ４、スポーツ施設整備計画野球場について。 

  私は、平成19年に当時の那須塩原市野球連盟の

会長とともに、黒磯の本球場整備について、日本

アマチュア野球連盟、日本高校野球連盟の要望書

を添えて陳情をいたしました。その結果、趣旨採

択とお聞きして、喜んだ記憶がございます。 

  整備については、平成27、28年度で行う予定と

なっております。 

  そこで、次の点を伺います。 

  ⑴本球場の施設は、硬式野球に対応し、全国規

模の大会が開催できる野球場になると考えてよい

ですか。 

  ⑵具体的な整備案または設計はいつごろになる

予定ですか。 

  ⑶設計に当たり、モデルとなる、または参考に

する野球場はどこの施設を予定していますか。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君の質問に対

し、答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） それでは、野球場の関

連のお尋ねが３点ございますので、順次お答えを

いたします。 

  まず、本球場の施設は、硬式野球に対応し、全

国規模の大会が開催できる野球場になると考えて

よいのかとのお尋ねでございますが、硬式野球に

対応できる球場として考えておりますが、全国規

模の大会の開催については想定はしておりません。 

  この硬式野球に対応できる球場ということは、

前もって球場のサイズというんでしょうか、公認

野球場の規定というか、両翼が320ftであったり、

奥行きが400ft以上なければならんということを

満足するための、そういった改良を念頭に置いて

おるわけでございます。 

  ２番目の具体的な整備案についてですが、設計

はいつの予定かということでありますが、具体的



－203－ 

な整備案としては、現在グラウンドの拡張、今申

し上げました拡幅が伴うことから、拡幅あるいは

ラバーフェンスの設置ということで安全対策、そ

のほかスタンドやスコアボードの整備、防球ネッ

トなどを予定をしております。 

  また、設計については、平成27年度の予定を考

えているところでございます。 

  ３番目の、設計に当たりモデルとなる、または

参考になる野球場についてですが、どこの施設を

予定していますかとありますが、今のところ、他

の施設をモデルとする予定はございません。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） 皆さんご存じかどうかあれ

なんですが、栃木県内で硬式野球に対応できるグ

ラウンドというのは、鬼怒川から北部には、旧南

那須ですね、今、那須烏山市の緑地公園野球場１

つでございます。それ以外は硬式野球に対応して

いるところがないという現状でございますので、

できましたら、本市で硬式野球に対応するグラウ

ンドをできるだけ早くつくっていただきたいとい

う思いであります。 

  ラバーフェンスですとか、スコアボード、防球

ネット等は硬式野球に安全対策ということから整

備をされるということでございますが、そのグラ

ウンドの拡張というところで、現在のあそこの本

球場の敷地でどの程度拡張できるかということは、

もう考慮は、計画は練られているんでしょうか、

伺います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育部長（山﨑 稔君） 現在進めている計画の

中には、現在は、私どものほうで管理していると

いうか、持っている球場についての広さといいま

しょうか、両翼90ｍで、ホームベースから外野の

奥までが120ｍということであります。 

  それと、ホームベースからバックネットまでの

距離が、若干ほかの球場と比較して、非常に遠い

ということがありますので、ややこれを、先ほど

申し上げました公認規定による両翼320ftとある

んですが、おおむね97ｍ強になりますね。それと

センター部分が400ftで121.98ですかね、それを

確保するために両翼、ホームベースを下げて、両

翼に幾らか伸ばすと、そういった構想で今、計画

等は練っておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） そこで、もう１点だけお伺

いいたします。 

  先ほどから再三出ていますように、応援者のス

タンドはどの程度の規模を、スタンド整備という

ふうに出ておりますが、どの程度の規模で考えて

おられるか、伺います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） こちらのスタンドにつ

きましてお答え申し上げますが、相馬議員ご案内

のように、今の現有施設を改修する、本当にそう

いったスタンスから手を加えるというものでござ

います。ですから、観覧あるいはスタンド等につ

いては非常に狭隘な面積、これがなかなかそれを

拡幅するだけのちょっと土地も面積もないという

ことから、このスタンドの整備については、簡易

な、今の現有にある程度のそういった施設、これ

を基本として考えておりますので、大きなそのス

タンドの改修、改良ということには当面考えてい

ないということでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） はい、わかりました。 
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  私のほうで一度６年前に書いたといいますか、

描いた設計図まではいかないんですが、図面があ

りまして、マックスで恐らく5,000人規模のスタ

ンドまでつくれるという計算をしたものがござい

ますので、後でその図面をお届けさせていただけ

ればというふうに思います。 

  次に、５番の質問に移らせていただきます。 

  ５、スポーツ施設整備計画陸上競技場について。 

  陸上競技場は、にしなすの運動公園、くろいそ

運動場補助球場の２施設を多目的運動施設として

の整備とされています。 

  そこで、次の点を伺います。 

  ⑴多目的とはどのような目的をいいますか。 

  ⑵全国大会規模の大会を開催するに当たり、開

会式等が行える会場施設となるのでしょうか。 

  ⑶本市は長距離競技で全国的な活躍が多くあり

ますが、この長距離競技を考慮に入れた設計とな

っていますか。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君の質問に対

し答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（山﨑 稔君） それでは、陸上競技場

について３点お尋ねがありますので、順次お答え

します。 

  まず、多目的とはどのような目的かということ

でございますが、これは１つの禅問答みたくなり

ますが、１つのスポーツに限ったものではなく、

多種目で利用可能な１つとして考えていきたいと

いうことで、陸上競技場のエリアの中にほかのス

ポーツが入ってきて、多目的に利用ができると、

これを想定しておるところでございます。 

  そのほか、２番の全国大会の話になりますが、

全国規模の大会を開催するということで、開会式

等が行える会場施設となるのかということでござ

いますが、こちらの全国大会の開会式等を行う施

設の整備、これについては考えておりません。 

  ３番目でございます。本市は長距離競技が全国

的な活躍が多くあります。この長距離競技を考慮

に入れた計画となっているかとのご質疑でござい

ますが、これについても特に長距離競技を考慮し

てはおりません。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） ありがとうございます。 

  １から３まとめて再質問させていただきますが、

スポーツの大会を行うときに、一番重要なのは開

会式なんだろうと思います。開会式によって、そ

の大会のグレードが決まるというふうに考えても

恐らく過言ではないだろうというふうに思います。 

  私、少年野球チームを率いて新潟の魚沼市の大

会に行くんですが、その大会は参加チームが16チ

ームなんですが、来賓が100人以上来ておりまし

て、参加賞が魚沼産コシヒカリ１俵ということで、

選手は開会式にみんなこうやって帰るという大会

がございます。 

  この大会が、開会式に球場に人が入れないぐら

い人が集まってくるものですから、次の年もまた

行きたいというふうに、参加されたチームが各県

に帰って、そういうふうなことをお話しするもの

ですから、非常にグレードの高い、またゲーム内

容も非常にレベルの高い大会になってきました。 

  そういった大会を開く際に、その開会式が盛大

に行われるような施設も考慮に入れた施設の設計

というものを期待したいと思います。 

  続きまして、６番のスポーツ施設全体について

という質問に移ります。 

  全国的にスポーツ施設は、災害や有事の際は、

避難場所や対策部門の設置場所となるケースがあ

りますが、本市の整備計画にこのようなことはう



－205－ 

たわれておりませんが、どのように考えますか。 

  １回目の質問といたします。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君の質問に対

し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 相馬剛議員に私からもお

答えをいたします。 

  ６つのスポーツ施設全体についての質問には、

私のほうから答弁をさせていただきます。 

  災害や有事の際は、避難場所や対策部門の設置

場所となるケースがあるが、本市の整備計画にこ

のようなことはうたわれていないとの質問ですが、

避難場所等に関しては、那須塩原市地域防災計画

の中で指定することになっております。 

  避難所の指定に当たっては、災害対策基本法等

の一部を改正する法律が平成25年６月21日に改正

され、既に市町村が任意に定めている避難所につ

いては、政令で定められた指定基準に沿って当該

避難所が、主に被災者が一定期間滞在するために、

最低限の生活環境を満たしているかという観点か

ら検証をすることになっております。 

  このようなことから、市地域防災計画において、

にしなすの運動公園体育館などのスポーツ施設が

既に指定されているため、スポーツ施設整備計画

にはのっておりません。 

  第１回の答弁とします。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） はい、ありがとうございま

す。了解いたしました。 

  本市のこのスポーツ施設整備計画については、

今まで質問してまいりましたが、目的と方針につ

いては、すばらしいものがあるんだろうというふ

うに思いますが、その内容を伺いますと、どちら

かといいますと体育施設に近いと。学校のグラウ

ンドを３つ、４つ並べたような印象に、どうして

もなってしまう。全体像もどうしてもそういうふ

うな印象を受けてしまうというのは、私だけなの

かもしれませんが。 

  私が描くそのスポーツ施設というものは、いわ

ゆるスタジアム形式の施設でございまして、スタ

ジアム形式というものは、周囲に観客席があって、

ゲートがあって、中に入るというような施設にな

るだろうというふうに考えております。 

  当然、そのゲートがあることによりまして、そ

のスポーツイベントを開催する際に入場料が発生

するという施設でございます。現在の青木サッカ

ー場、黒磯のテニスコート、野球場、また、にし

なすの運動公園、三島の体育センター等、全てそ

うした設備ではないだろうというふうに思います。

道路からどこからでも行けば見られるよというよ

うな内容のもの。そうしますと、やはりグレード

の高い大規模な大会を開催することは非常に難し

くなってくるだろうと考えますので、ぜひ12万人

に近い都市でございますから、スタジアム形式の

競技場があってもいいんじゃないかなというふう

に常々考えておりますので、ぜひそういったこと

をご検討いただけますようお願いを申し上げまし

て、私の本日の質問は終わりたいと思います。あ

りがとうございました。 

○議長（中村芳隆君） 以上で、３番、相馬剛君の

市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 若 松 東 征 君 

○議長（中村芳隆君） 次に、19番、若松東征君。 

○１９番（若松東征君） きょう最終の４番の質問

者になりました。お疲れだと思いますけれども、

眠いと思いますけれども、頑張って聞いていただ

きたいと思います。 
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  議席番号19番、五峰クラブ、若松です。 

  第１回目の質問に入らせていただきます。 

  大きな項目として１、那須塩原市の情報発信に

ついて。２、巨岩吊橋について。３、庁舎窓口案

内について。４、本庁舎のロビーについての４点

について、質問に入らせていただきます。 

  １、那須塩原市の情報発信について。 

  市から発信されているさまざまな情報は、広報

やインターネットを通じて参照できることで、市

民にとっても便利に活用されていると思います。

一方で、市民は常に新たな情報サービスを期待し

ているものと思います。 

  そこで、以下の点についてお伺いします。 

  ⑴現在、本市のさまざまな情報は、どのような

手段で発信しているか、お伺いします。 

  ⑵インターネットを活用した新たなる情報発信

の手段の一つとして、最近注目されているオープ

ンデータについてお伺いいたします。 

  ①オープンデータの概要についてお伺いいたし

ます。 

  ②全国各地の自治体がオープンデータによる情

報発信に取り組み始めました。本市の考えをお伺

いいたします。 

  これで、第１回目の質問といたします。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 那須塩原市の情報発信

について、順次お答えをいたします。 

  ⑴現在、本市のさまざまな情報は、どのような

手段で発信しているのかについてですが、本市の

情報提供は、利用者の多様なニーズに対応するた

め、広報紙による周知や、日々更新される情報に

ついては、ホームページとあわせてフェイスブッ

クやツイッター等のソーシャルメディアを有効に

活用しております。 

  また、とちぎテレビのデータ放送により、観光

やイベント、防災、防犯等に関する情報提供を行

っております。 

  次に、⑵①オープンデータの概要についてお答

えします。 

  オープンデータについては、公的機関が保有し

ているデータを、一般の利用者がいつでも利活用

できるように公開したデータであり、民間企業が

持つデータと組み合わせることにより、新たなサ

ービスを生み出すと考えられております。 

  その意義と目的は、行政の透明性、信頼性の向

上、住民参加、官民協働の推進及び経済活性化・

行政効率化などが挙げられ、国が進める電子行政

オープンデータ戦略等においても位置づけられて

いる施策であります。 

  次に、②オープンデータによる情報発信に関す

る本市の考えについてお答えします。 

  平成25年度版情報通信白書によりますと、既に

取り組みを推進している全国の市、特別区は

7.7％であり、データを公開するに当たってのニ

ーズやメリットが感じられない等の理由で、オー

プンデータに関する意識はまだ低い状況にありま

す。 

  一方、有益な情報の入手が容易になるなどの利

点があることから、国においては電子行政オープ

ンデータ推進のためのロードマップにより、平成

26年度から地方公共団体等への周知・普及を行う

予定となっております。 

  本市としては、既に統計データをオープン化し

ておりますが、公共データ利用者の具体的ニーズ

や課題等を見きわめながら、今後さらに検討をし

ていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君。 
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○１９番（若松東征君） 答弁ありがとうございま

す。 

  第２回目の質問に入らせていただきます。 

  るる説明をいただいたんですけれども、⑴につ

いては、今部長が答弁されたように、いろいろや

っているんだなと私もわかるんですけれども、ど

うもネットが嫌いなものですから、なるほどこう

いう形で発信しているんだなというものがわかり

ました。 

  ⑴については、了解でございます。 

  ⑵のオープンデータということで、今部長から

るる答弁がありました。 

  25年度では、全国で7.7％ということで非常に

低いという答弁をいただきましたんですけれども、

なぜこんなことを質問するかというと、かなりこ

れに興味を持った若い、余り政治とかそういうも

のに興味を持たない方からのちょっと要望があり

まして、こういうのを全国でやっているんだよと、

そういうのを那須塩原で先駆けてやってくれない

かというものがありましたもので、今回の質問に

至ったわけでございます。 

  部長からの説明は、オープンデータの概要並び

にいろいろな説明は了解をいたしました。 

  そこで、お尋ねをしますが、よいところもある

のかなと思うのは、福井県の鯖江市というところ

では、消火栓をオープンデータで発信し、初期消

火にかなり役立っているというお話を聞いたもの

ですから。 

  なぜならばというと、自治消防団というものは、

３人そろうと消防車が発進できるのかな、消防車

がね。そんなときに自分の地域ならすぐわかるん

だと。ところが、車に乗って、携帯電話とかそう

いうものですぐに感知できれば、自動的にそこへ

走っていって、すぐ消火に当たられると。これは

絶対必要なんじゃないかという若者の声を聞いた

ものですから、この件について１つぐらい絞って、

何かできたらと思って、これは１つの例なんです

けれども、部長、どうでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 具体的な例でお示しい

ただいたところですけれども、オープンデータを

実施している自治体の事例等を見ますと、地図情

報なんかと組み合わせまして、先ほどありました

その避難場所みたいなところとか、ＡＥＤを設置

しているところとか、先ほど出ました消火栓です

ね、そんなような地図情報との組み合わせたその

オープンデータというのを取り組んでいる自治体

もございます。 

  オープンデータを取り組むに当たっては、そう

いったような地図情報との組み合わせというもの

を勘案しながら、今後の中でちょっと研究してい

きたいと思っています。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君。 

○１９番（若松東征君） ぜひ、検討の課題にして

いただきたいなと思うのは、先ほど、ある議員が

マイナス思考じゃなくて、プラス思考でという質

問もあったようですので。 

  全体的に見ますと、オープンデータで、この近

くでは会津若松市ではかなり広範囲によってそれ

を利用してやっていますね、そのほかに横浜市。 

  一番世界的にちょっと注目を浴びてきたという

のが、青森県、県でやっているオープンデータと

いうものは、２年間、県を交えたいろいろな観光、

それからいろいろな部門において撮影をし、それ

を全国発信をした。それによって全世界からのか

なりのアクセスがあって、かなり有名になりまし

て、今いろいろなところから視察に訪れている、

これも一つのいいメリットなのかなと思います。 

  なかなか大変なこととは思いますけれども、少
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しそういうものを勘案しながら、検討をしながら、

やっていただければと思います。 

  私も正直言って、このオープンデータというも

ので何か資料をとってもらいますと、ほとんど横

文字なので、ちょっと苦しいものがいっぱいある

ものですから、その辺を。 

  結構データを見ますと、実際自治体で、すごい

なというものは、各１つの市でも持ち上げてかな

りやっているような気がします。全国で大体60幾

つはもう始まっているのかなと思いますね。 

  そんな形なので、部長、ひとつよろしくその辺

を検討していただきまして、お願いしたいと思い

ます。 

  じゃ、続きまして、観光問題に入ります。 

  ２の巨岩吊橋について、第１回目の質問に入ら

せていただきます。 

  板室地区の観光振興を図る目的で木の俣川につ

り橋が建設され、左岸及び右岸に遊歩道が整備さ

れました。 

  そこで、お伺いいたします。 

  ⑴本年７月にオープンしたつり橋や歩道の場所

を知らない市民が多いと感じられます。市民への

ＰＲはどのようにされていますか。お伺いいたし

ます。 

  ⑵今後、さらに歩道周辺の整備を進める考えが

あるか、お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 若松東征議員の質問にお

答えいたします。 

  初めに、巨岩吊橋の市民へのＰＲについてをお

答えさせていただきます。 

  木の俣園地は、板室地区を流れる木の俣川沿い

の巨石群に代表される雄大な自然や美しい清流及

び渓谷等がある景勝地でありますが、板室地区の

新しい観光スポットとして巨岩吊橋と交流広場を

整備し、本年７月13日にオープンをいたしました。 

  市民へのＰＲについては、７月５日付で市内全

域を対象に班回覧によるチラシの周知を行い、７

月９日には、市のホームページやフェイスブック

等に掲載いたしました。 

  また、７月10日には、板室温泉の各旅館、ホテ

ル宿泊者へチラシ配布を行うとともに、オープン

後の８月31日には、那須塩原市商工会及び板室温

泉旅館組合が企画した板室地区歴史再発見の旅の

中で、木の俣園地の巨岩吊橋や交流広場をＰＲす

る観光ツアーを実施いたしました。 

  また、板室・木の俣地区の地元を初め、行政、

観光協会、旅館組合等の各種関係団体も木の俣園

地のＰＲに努めておりますが、すばらしい景勝地

でありますので、今後とも、多く市民や観光客に

親しんでいただけるよう、さらにＰＲに努めてま

いります。 

  また、今後さらに整備を進める考えがあるかに

ついてお答えいたします。 

  木の俣園地についての今後の整備計画について

は、板室地区全体の観光誘客等を図るための組織

である板室地区活性化委員会において、今後、具

体的な利活用の方法も含めて協議・検討してまい

りたいと思います。 

  ちょっとつけ加えさせていただきますと、これ

が生きるかどうかはわかりません。ここに整備を

したことにより、実はあそこの市有地は、もとも

とは穴沢小学校、今度なくなる小学校の学校林が

高林村、黒磯市を経て、今の那須塩原市有林にな

った場所でございまして、公共性が昔から高いと。 

  こういうことを知っているある市民が、整備を

するんであれば、ぜひ市の花でもあるヤシオツツ

ジ、1,000本以上あるので寄附したいと。 
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  だから、こういうものが何かあそこに植えられ

ないのかなと思って、先日も部長に、よくその辺

の事情、もちろんその人は部長もよく知っていま

すので、そんなことが実現すると、あっという間

に花の里みたいな話になりますので、これ突然入

ってきた話で、そんなことも参考にしながら整備

の方法等については、今後広く進めていければと

思っております。 

  以上で第１回の答弁といたします。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君。 

○１９番（若松東征君） ありがとうございます、

市長答弁。 

  じゃ、２回目の巨岩吊橋についての質問をさせ

ていただきます。 

  ⑴先ほど市長が答弁されたとおりかなと思いま

すけれども、７月にオープンということで、歩道

の件もありまして、実際なぜかというと、ちょっ

とそういう要望が強かったものですから、去る11

月25日に、金子議員とちょっと現地調査に行って

まいりました。 

  そのときのあれもあるんですけれども、この巨

岩吊橋の交流広場の建設と、それについた費用な

ど、多分全協かなんかでお示しがあったと思うん

ですけれども、その辺の詳しいことがわかりまし

たら、答弁いただきたいと思うんですよ。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいま事業費が

どのくらいかかったのかというお尋ねでございま

すけれども、あそこの整備にかかった経費をちょ

っと申し上げますが、つい先日、駐車場のほうも

整備が終了いたしまして、橋梁の工事を全部くる

めますと約9,000万ほどかかってございます。そ

のほか園地の整備につきましては、これは24年度

に実施をいたしておりますが、約1,800万、それ

から駐車場の整備でございます。これはつい最近

終わった駐車場の整備でございますが、これにつ

きましては、約730万ということでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君。 

○１９番（若松東征君） 経費が9,000万、1,800万、

730万ということで、この経費についてですけれ

ども、これは全て市持ち出しではないと思うんで

すけれども、これは補塡事業か何か、それに対し

ての交付事業だったのか何か、それもお尋ねした

いと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいまのこの事

業に対する財源のお話だと思いますけれども、こ

れにつきましては、国庫補助事業であります農山

漁村活性化プロジェクト支援交付金事業というの

を導入いたしまして、整備をさせていただいてお

ります。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君。 

○１９番（若松東征君） 農山漁村活性化プロジェ

クト支援交付金ということでよろしいんですね。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいまの補助事

業の名称ということでございますか。 

  国庫補助事業の農山漁村活性化プロジェクト支

援交付金事業ということでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君。 

○１９番（若松東征君） なぜ聞いたかというと、

これはせっかくこの農山漁村活性化ということで、

これ毎年市に補助金が来ているような気がするん

ですけれども、これを勘案して、なぜそんなこと

を聞いたかというと、金子議員と行って見たとき
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に、つり橋は開通したけれども、ちょっと通れる

ような問題じゃなかったんですよね。だから、そ

ういうものを、駐車場も私行ったときは、まだ整

備途中でした。そこに車をとめて歩いてみたら、

考えてみると、すごくなだらかで、これは家族ぐ

るみで、子どもたちの体験学習に使えるんじゃな

いかなといって、かなり好感を覚えました。 

  ずっとつり橋に向かってこちらから行くと、紅

葉がきれいで、確かに川原のほうまでおりられま

すし、大きなその巨岩というか、那須山から転げ

てきたんだか何か知らない、大きいな岩がいっぱ

いありまして、すごくいいなという形の中で、い

や、すごいなと思って行って、もう一つびっくり

したのが、こういう状態なんですね。建築、これ

こうつくったんだよというような入り口になりま

して、もう１枚あります。ちょっとがっかりした

ことがあるんですよ。黒御影で、片方は黒御影み

たいな石で、そこからつり橋が行っていると。向

こうに渡ったときは、完全につり橋なんですね。

それが行った途端に圧迫力が強くて、私は正直言

ってバックしました。そんな感じのつり橋を何で

つくったのかなと。もうこれつくっちゃったから

しようがないですけれども、こういう状態ですよ

ね。黒御影、わかりますか、これ。巨岩にはなれ

ない。 

  こういうものが、訪れる観光客が何を思うのか

なと思った。ちょっと、これはできちゃったから

しようがないけれども、今後どういうふうにする

のかなというのがあります。 

  私たち五峰クラブが、この前、研修視察に行

ったときに、ある方が、全国からいろいろな言葉

を募集をして、石に刻んで、それを建てて、そ

こに観光客を呼んでいるところも見てまいりまし

た。 

  ただのこういう石をボーンと置くなら、全国に

発信して、すると、全国で、那須塩原市もそうい

うつり橋ができた、小さいけれどもね。そういう

イメージアップにもなるのかなと思うような、ち

ょっと私の考えなんですけれども。 

  あともう１点、これは関連になっちゃって、⑵

にも入っちゃうと思うんですけれども、こういう

状態もありました。せっかく渡り初めをして、こ

んな状態、遊歩道。だから、その辺も検討しても

らわないと、だめなのかなと思うような形が見受

けられまして。 

  なぜかというと板室に行くのには、入り口でか

なり家族ぐるみの本当のピクニック程度で済むす

ばらしいところだと思います、私山登り大好きで

すから。行ったときに、わっ、すごいなと思って。

金子さんは、私より足が速いので、どんどんつり

橋を渡っていっちゃったんですけれども、ゆっく

り観察していきますと、そういう場面が何カ所か

ありました。 

  １つのポイントとしては、大きなつり橋とか大

きな観光にみんな目が向いているけれども、逆に

日本で一番小さいつり橋なんていうこと、そうい

うものを訴えながら、すごいいいものを持ってい

くと、板室に行く途中で、あそこでちょっと汗を

かいて、板室温泉で汗を流して、泊まっていって

くれるのかななんて、そんな夢を描きながら見て

まいりました。 

  そんな形の遊歩道整備について、２回目の質問

に入りますけれども、今現在、私と金子さんが見

てきた現状の中で、ただ橋が開通しました。駐車

場ができましただけで終わらないで、もう少し遊

歩道周辺整備は続けていくんだか、あれで終わっ

ちゃうんだか、その辺、部長、答弁よろしくお願

いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 
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○産業観光部長（斉藤一太君） ただいま、遊歩道

の整備等も含めまして今後どのように考えていく

のかというお尋ねでございます。 

  先ほど市長のほうからご答弁申し上げましたよ

うに、これからは、あの地域、あの場所でのその

公園の活用等につきまして、地元の板室地区に活

性化委員会というのがございますので、その委員

会と十分協議をしながら、進めさせていただきた

いというふうに考えてございます。 

  それから、遊歩道の整備についてでございます

けれども、今まで右岸側のちょうど崖があったと

ころが、実はそのつり橋のちょうど設置場所に位

置していたことから、つり橋の位置も若干上流部

に移った、変更したというちょっと経緯がござい

ます。その崩落といいますか、それは地震の影響

であったわけですけれども、そこの部分をいわゆ

る崩落防止のネットを張りまして、きちんとさせ

ていただいたところでございます。 

  その後、その時点までは、そこをいわゆるつり

橋から下流側は通行どめということにしておきま

したけれども、今後状況を見ながら、できるだけ

そこを回遊していただけるような方法もちょっと

考えていきたいということで、今検討をしていく

ところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君。 

○１９番（若松東征君） ぜひ検討をしてもらいた

いと思うのもありますし、ここで、先ほど私、質

問した農山漁村プロジェクト活性化事業というの

を、事業に対して毎年議案書などを見ると補助金

が来ていると思うんですけれども、あれは継続で

はここには使えないんですか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） お答えいたします。 

  このプロジェクト支援交付金事業、この木の俣

園地に係るこの事業のメニューといたしましては、

これは今年度、25年度に繰り越して実施したとい

うことがございますので、今年度につきましては、

この類いの事業というのはございません。別なメ

ニューでの事業というのは、またほかにはござい

ますが、この事業に適合するというものは、ほか

にはございません。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君。 

○１９番（若松東征君） なぜかというと、余り小

言を言いたくないんですけれども、歩いてみると、

倒木、結構大きいのが倒れていますよね。ちょう

ど遊歩道が通るところに大きいのがどーんと倒れ

ていて、屋久杉のほう、屋久杉というか、そっち

のほうも議会で行ったときあるけれども、屋久杉

のほうは倒木されていても、そこにコケが生えて

すばらしい環境なんですけれども、今のところそ

んな状態じゃないものですから、それも写真は撮

ってきましたけれども、かなり大きな木です。倒

れています。 

  あともう１点が、せっかく見晴らしがよくて、

本当に紅葉がすばらしいです。そこに、私らの言

葉で言うと、下刈りというんですけれども、篠を

刈ったものが山ほど積んであって、景観には大変

よくないと思うんですね。あの辺を、農山漁村の

継続事業ができるんだったら、それを利用した、

もっときれいな見ばえのいいことをしてもらいた

いなと思って聞いたわけなんですけれども、その

点は難しいんでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいまの議員さ

んのおっしゃいました場所というのは、左岸側の

オオバヤナギの林のほうになりましょうか。 
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〔発言する人あり〕 

○産業観光部長（斉藤一太君） はい、わかりまし

た。 

  ただいまそのおっしゃられた場所というのは、

木の俣川の左岸ということになりまして、その場

所は県の河川管理区域にあそこは入ってございま

して、現在は、あそこ河川敷ということになって

おります。 

  市は、そこの河川敷を借用いたしまして、簡易

な遊歩道を設置をいたしまして、今利用に供して

いるということでございます。 

  したがいまして、そこ河川敷でございますので、

本市におきましても河川占用の許可を得ながら、

遊歩道の管理を行っているということになってご

ざいます。 

  その遊歩道にある枯れ木でありますとか、ある

いはその枯れ枝、倒木ですね、そういったものの

除去については、遊歩道部分は市が借りていると

いうことがございますので、それは市がやってい

るわけですけれども、それ以外の場所につきまし

ては、土木事務所の管理ということになっており

ますので、市としてはそちらのほうまでちょっと

手を出すということは、ちょっと今できない状況

にございます、はい。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君。 

○１９番（若松東征君） 難しい立場にあるのかな

と思うんですけれども、私はあそこまで全部市が

管理しているのかなと思って、何でこんな状態な

んだろうってすごく不満に思って視察をし、調査

をしてきたわけなんですけれども。 

  そこでお尋ねしますけれども、今私、県のほう

から河川ボランティアをつくってくれということ

で要望をいただいていると、逆に県のほうから。

それは、５人ぐらい名前を挙げてくれると、登録

して、どこまでかりるんですかというような話も

聞いております。だから、そういうものもちょっ

と含めて調査してもらって。 

  県が管理なんだからって、せっかく那須塩原市、

あれほどすばらしい場所で、つり橋で、親子体験

が本当によくできます。だからといって、うちの

ほうは遊歩道だけなんだよというわけにもいかな

いんじゃないかなと思うんです。 

  その辺を県のほうと協議しながら、あの辺の倒

木とか、ちょっと見にくい下刈りしたものを片づ

けてもらえれば、本当にすばらしいところです。

涙が出るほどすばらしいところです。私は、もう

第１回目で子どもたちをどんと連れていこうかな

と思っています。 

  それともう１点なんですけれども、もう１点、

もしできればこういうものもありました。 

  排水パイプが丸出しなんです。この辺も考慮し

てもらって、何とかこれをそういう石か何かで見

えなくしてもらえればいいかなと思うのは、お願

いなんですけれども。ちょっとこれはもう遊歩道

から見えるんですよ。 

  あともう１点、河川の件が出ましたから申し上

げますけれども、そうすると、河川のほうへ行っ

て、渡って、最終まで来るところに、河川敷なら

なおさら県に言って直してもらいたい。というの

は、下が崩れているんです。道路でいえばガード

レールなんですけれども、手すりがありますよね。

それも傾いて、ただのロープでとめてあるだけな

んですよ。一番危険です、あそこは。一番近寄っ

ちゃうところなんです。 

  その辺も県のほうだったら県のほうに一応要望

なり何とかして、あそこも直してもらいたいなと

思うものを見てまいりました。 

  なぜかというと、今何でも１番１番っていうけ

れども、ほんだったら、逆に日本で一番小さいつ

り橋だよと。簡単に渡れて、簡単に遊べるよと。
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それが一つの売りになって、そこでやったらなと

いうものが、私の頭の中でよみがえりました。も

うせせらぎの音もきれいだし、ちょっと川におり

ても安全性があるんですよね、流れが急じゃない

から。そんなものを観光のほうで目玉にしてもら

ってもいいのかななんて思いましたので、それは

ぜひ、その辺の県との協議でひとつよろしくお願

いいたします。 

  それと、今度は市長さんにちょっと答弁いただ

ければと思うんですけれども、今、巨岩吊橋の渡

り口のほうから、多分これ市長の住んでいるほう

に下がるこれ道だと思うんですけれども、この辺

はずっと続いて向こうまで渡れる、行けるものな

んですか、油井まで。その辺をちょっともしわか

れば教えてください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 私もよく知っているんで

すけれども、私のうちにはその道を通っては行け

ません。那珂川と木の俣川の合わさるところで道、

また戻るようにしかならないので、もうそこ通っ

ては来ないでください。 

  それと、今いい質問いただきましたが、危ない

と言ったところ。何年前かな、視察にあそこを、

県も絡んでの開発でしたが、環境森林部の大田原

の所長が見にいって、落ちて、半年ぐらい意識不

明。助かったんですけれども、治ったんですよ。

そういう事件もあったので、やっぱり崖は大した

ことないんですけれども。 

  それいいところを見てきたので、ぜひ県と協議

で、せっかくつくった、しょっちゅう昭和天皇の

通った道路、オオバヤナギの林に必ず来ていまし

たからね、そういうようなところもしっかりと県

との協議の中で整備をしていきたいと思っていま

す。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君。 

○１９番（若松東征君） ぜひ市長、よろしくお願

いいたします。 

  もう１点この件について言いたいんですけれど

も、例えば部長、遊歩道周辺の整備について、ボ

ランティアの募集などをかけたらどうなのかなな

んて思ったのは、なぜかというと、ボランティア

が参加することによって、そこの地域がイメージ

アップされるんですよね。私らが掃除したんだよ、

こうなんだよって、物すごく宣伝効果になると思

うんですよ。 

  そういうものを含めて、もう一つお願いという

のは、あそこで汗をかいたボランティアに、あの

近くの温泉で、温泉でも入れてもらえたらなとい

う夢みたいな考えもあるんですけれども、その辺

のような企画はできないものでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいまボランテ

ィアの活用によって、そこの整備ができないだろ

うかという、そのようなお尋ねだと思いますけれ

ども、ただいま市といたしましては、そこの管理

はシルバー人材センターに委託をしておりまして、

下刈りでありますとか雑草の除去等については、

遊歩道の砂利の部分も含めまして管理を委託をし

ているというような状況にございますが、ボラン

ティアとしてもし活動していただけるという、も

しそういう状況になれば、市といたしましても経

費の節減にもつながりますので、その点につきま

しては今後の中で研究をさせていただきたいとい

うふうに、こう考えておりますが、あの施設その

ものは、もともと国のこの補助事業の趣旨にあり

ますように、板室地域の観光振興と同時に、都市

農村交流の場とすることを目的として実施をした

ものでございますので、いわゆるこの趣旨にかな
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うものであれば、交流人口の増加ということにつ

ながります。また、そういうことに貢献できます

ので、どんどん利用していただくように、市とい

たしましても今後ＰＲなども行っていきたいとい

うふうに考えてございます。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君。 

○１９番（若松東征君） ぜひよろしくお願いした

いと思います。 

  なぜそんなことを申しますかというと、私も

3.11、きのうで1000日目を迎えたということでテ

レビの報道などを見ましたけれども、それまでは

東京の中高生120人ぐらい来ていたんですよね、

体験で。そんな形があったものですから、たまた

ま行ってみたら、これはすごいところだなと思い

まして、何かそういう体験したときにちょっと癒

やしの場としてそんなところが案内できて。 

  もう１点聞きたいのが、あそこに私から言うと

あずまやというんだか何だか知らないけれども、

ちょっと建物が２つばかり建っていました。その

周りに桜か何かが植えてあったのかな。あのあず

まや形式というものは、そういう、例えばこうい

う事業の中でそれは活用してよいものなのか、ま

たそういう施設だからだめなのかなということで

お尋ねします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） あずまやの件でご

ざいますけれども、今あずまやは２棟設置をいた

しております。あのあずまやというのは、休憩施

設という位置づけになってございますので、どな

たが利用されても問題ないというふうに、こう認

識しておりますので、そういった休憩施設も２カ

所、そのためにそういうふうに点在をさせて設置

したという経緯もありますので、それも十分ご利

用いただくということは可能だと思います。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君。 

○１９番（若松東征君） ありがとうございます。

頭に入れて、いろいろ行動してみたいと思います

けれども。 

  いろいろここでやっていると時間がなくなっち

ゃうんですけれども、たまたま温泉地に行くとき

に、まだ私、紅葉しか見ていないんですけれども、

これが新緑のきれいなときとかそういうものが四

季折々に出たらすごいななんて思っております。 

  また、あそこから両方、下流と上流、写真を撮

ってみたら、また雪の日はすごいんでないかなん

てそんな夢を描いているものですから、ぜひそん

な形で検討してもらい、また私が言いたいのは、

例えば今、福祉大学の生徒と交流していますと、

結構多方面からこちらへ来ていて、そういう遠い

ところの方をそういうボランティアに入れると、

それだけコマーシャルになるのかななんて思った

ものですから、その辺、検討課題でひとつよろし

くお願いいたします。 

  時間が迫ってまいりましたので、巨岩吊橋につ

いてはこれで終わらせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時１０分 

 

再開 午後 ４時２０分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  19番、若松東征君。 

○１９番（若松東征君） 先ほどの質問の中で、写

真だけではわからないんじゃないかというので、

つけ加えたいと思うんですけれども、よろしいで

しょうか。 
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○議長（中村芳隆君） 次の質問に入ってください。 

○１９番（若松東征君） はい、わかりました。 

  それでは、３の本庁窓口案内についてお伺いい

たします。 

  本庁舎の窓口案内業務は、市民サービスの向上

と職員が市民と同じ目線に立つ機会を持つことに

より、職員の質の向上に努めるとともに、ひいて

は市民の信頼を得ることが目的とありますが、多

くの市民から、庁舎案内について毎日案内係の顔

が変わるので戸惑いがあると聞いています。 

  そこで、以下についてお伺いいたします。 

  窓口案内が始まった経過と、現在の体制を伺い

ます。 

  ⑵窓口案内を実施した効果と課題があればお伺

いいたします。 

  ⑶今後も継続する考えなのか、お伺いいたしま

す。 

  これで３の第１回目の質問とさせていただきま

す。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君の質問に

対し答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） それでは、３の本庁舎

窓口案内についてお答えいたします。 

  ⑴の窓口案内が始まった経緯と現在の体制につ

きましては、本庁舎１階ロビー正面で実施をして

おるわけでございますけれども、特に庁舎の構造

上各課の窓口がわかりにくいことを踏まえまして、

来庁者サービスの向上、これらも主な目的といた

しまして、合併前の平成15年10月１日から実施を

しておるものでございます。 

  現在の体制につきましては、本庁舎におけるト

ワイライトサービス実施部署を除いた部署の主任

から課長補佐級の職員132名が、１人当たりおお

むね２時間交代で業務を行っております。また、

トワイライトサービス時には、副参事、課長級の

職にある者が16名体制で対応をしております。 

  次に、⑵の窓口案内を実施した効果についてで

すが、ある程度職員として年数を重ねている職員

を配置することで、市民の皆様が迷うことなく目

的の窓口に案内ができ、来庁の目的がスムーズに

達成できているものと考えております。 

  課題としましては、複数のお客様が同時に来ら

れた際に、一定の時間お待ちいただくような場合

もあり、十分なサービスを提供できないことなど

が挙げられます。 

  ⑶の今後の継続に対する考え方でございますけ

れども、市民の皆様の声を聞きながら改善に努め、

当面は現状の体制で継続してまいりたいと考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君。 

○１９番（若松東征君） それでは、３の庁舎窓口

案内について、２回目の質問に入らせていただき

ます。 

  ⑴窓口案内の始まった経過と現在の体制につい

て、今、部長より答弁をいただきました。 

  確かに部長答弁のとおり、入って１階はちょっ

と壁ですね、階段がありまして。そんなことがあ

ったのかなと思うんですけれども、ただ市民から

見る窓口案内、だから、市民の目線というのはわ

かるんですけれども、逆に市民の立場になって、

外から入ってきたときにはどうなのかなというこ

との検討はなされたのかどうかということの疑問

点が、市民から出ているような感じもするので、

その件はどうなんでしょうか。 

  受付窓口で待っているのはわかるんですけれど

も、市民サイドで来たときにということで、これ

は大変申しわけないですけれども、１、２、３と

関連があるので、一括２番の質問に入らせていた
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だきたいと思うんですけれども、いろいろな構造

上、やむを得なくああしたと思うんですけれども。 

  じゃ、確かに今部長が言われたように、窓口案

内のマニュアルというのは行政サイドの職員に対

してはありますよね。職員から市民に対してどう

いう案内ができるかというマニュアルはあるので

しょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） マニュアルということ

ではありませんけれども、当然、市民の皆様が来

たときの応対の仕方、これらにつきましては全職

員に周知をしておるところでございます。当然、

応接については親切丁寧を旨とするというような

ところとあわせて、常に起立をしておいて応接を

してくださいというようなこと。常に来庁者に対

しての目配り、気配り、これらを行いながら応接

をしていただきたいというような形で、窓口の職

員のほうには周知をしておるところでございます。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君。 

○１９番（若松東征君） ちょっと観点が違ったか

なと思うんですけれども、たびたび私よくＧパン

はいて、長靴はいて、あの辺をうろうろするとき

あるんですよ。すると、市民が案内係に言われて

もおろおろしているんですよね。 

  ちょっと調べてみましたら、１階、担当窓口が

１番から８番まで番号が振ってありますよね。１

階は多分黄色とか赤とか青、白、ピンク、緑など

の色別になっていると思うんです。そうすると、

そういう番号と色別をそういう何かちょっとつく

っておいて、どうですか、ここですよというのも、

一つの市民に対するおもてなしなのかなと思うん

ですけれどもね。ただこうですよというと遮られ

ちゃって、本当に１階は戸惑いがあります。２階

に上がりますと、色は１色ですね、白１色です。

12番まであるのかな、窓口がね。だから、この色

別をした経過と、それは多分わかりやすくするた

めにしたのかなと思うんですけれども、その辺も

何か意味があってしたのかなと思うので、その辺、

もしわかりましたらお願いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） ご案内のように、１階

につきましては、窓口業務が大半を占めておるわ

けでございます。当然、お年寄り等も含めた障害

者の方等もいらっしゃるということで、ただいま

議員のほうからありましたように、色別、それと

番号をすることによって市民の皆様がわかりやす

くその窓口に行けるというような形での対応とい

うことでございます。 

  ２階につきましては、主に土木関係とか商工観

光というような部分でもございますので、それら

については、特段色がなくてもある程度理解でき

るのかというような状況だと考えております。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君。 

○１９番（若松東征君） そこで、せっかく色がつ

いて、番号がついているんだから、その辺を市民

に対して一つの何かあれば、何々窓口はこの色の

何番ですよというのがわかりやすいのかななんて、

私、市民目線で考えたんですけれども、その辺は

部長どうでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） そこから見える場所に

ついては特段問題はないかと思いますけれども、

また窓口職員においても、特にその目的の窓口に

なかなかわかりづらいというような場合には、職

員がみずから案内するケースもございます。現在

はそのような形で対応しておりますので、今後と

もそのような形で対応ができればというふうに思
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っております。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君。 

○１９番（若松東征君） 今後もその辺でいくとい

うことなんですけれども、なぜそんなことを言う

かというと、私もそうかもしれないけれども、だ

んだん高齢化が進んできて、核家族化が進んで、

おじいちゃん、おばあちゃんというのは、本当に

その窓口に来ても、その戸惑いは多いと思うんで

すよね。だからその辺をやっぱり含めた形で、そ

ういうものを番号と色別、１階だけだと思うんで

すね。何か１階というと、いろいろな遮るものが

いっぱいあるんですよね。だから、その辺も含め

て検討していただけたればなと思うんですけれど

も、検討課題かなと思うんですけれども、そうい

う形の中でやってほしいなと。 

  部長から答弁がありまして、いい点も悪い点も

あったということなんですけれども、例えば窓口

の課題、実施した効果と課題ということで、先ほ

ど答弁をいただきましたけれども、そういうどん

な課題があったのか。それをどのように効果とし

て生かしたのか、もし例がありましたらお聞かせ

願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） 窓口対応を行ってきて

いたわけでありますけれども、当初においては職

員が座って書類を見ていたとか、あと、作業服の

ままで応対をしているというような苦情も実際に

いただいたところでございます。 

  そういった市民の皆様方からのご意見をいただ

きまして、先ほど申し上げました起立での対応と

か、書類の持ち込みはしないとか、そういった形

での対応をすぐとらせていただいたという状況で

ございます。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君。 

○１９番（若松東征君） いろいろ市民からの声は

聞いているんですけれども、例えばこれは何番に

なるのかな、今後継続するということなんですけ

れども、やはり市民としては、きのう対応してく

れた人がきょうもいてくれたらほっとするという

んですよね、そんな形があるので。 

  もう１点出ているのは、大体どういう担当課が

やっているんだとか、役職がどうなんだというこ

とで、それなりに話しすると、何で窓口なんか置

いておくんだと。もったいないじゃないかと言う

んです。その職員は職員なりの決められた仕事を

十分にして、市民の目線ってそういうものじゃな

いかと言われた、そういう市民もいるんですね。 

  だから、その辺はおまえどう考えているんだと

言われたものですから、実際に２時間交代という

ことなんですけれども、かなりプレッシャーもか

かるし、機転を変えるのも大変だと思うんですよ

ね。 

  そこで、受付窓口で出たいろいろな苦情処理と

かそれの対応というのはどのようになされていた

のか、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） 職員につきましては、

窓口の業務を終わった際には、日誌をつけること

になっております。市民の皆様方からこういう苦

情があったとか、こういうお言葉いただいたとい

うものが全て総務のほうに上がってくるようにな

っております。当然それらにつきましては、速や

かな対応をしている状況でございます。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君。 

○１９番（若松東征君） 速やかにやっているとい

うことを信じましょう。 

  多分裏返せば、職員にもかなり負担がかかって

いるのかなと思うんですよね、交代交代でいくか
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ら。自分の業務に集中したいのに、ちょっと交代

だよという形のものも、それが市民サービスにど

っちがプラスかというのを私もわからないですけ

れども、そういうものもこれからちょっと考えて

いただきたいなと思うのと、私ども会派でもそう

だし、行政視察いろいろなところへ行ってきても、

那須塩原市の本庁の窓口は珍しい場所なのかなと

思う。ほとんど違う体制で、きちっとした方が対

応してくれているのかなと思うんです。その職員

が変わるからどうのこうのじゃなくて、やっぱり

安心・安全は、一般の市民にしては、同じ方がい

れば、それなりのやっぱり。だから、行きにくく

するんじゃなくて入りやすくしていただいたらい

いのかななんて思うものですから、その辺も今後

の課題として考えていただきたいと思います。 

  それで３の本庁窓口案内については終わらせて

いただきます。 

  ４番の本庁舎のロビーについて、先ほど答弁は

いただきましたけれども、もう、これからごめん

なさい。 

  本庁舎のロビーについて、昭和58年に立てられ

た本庁舎のロビーは、２階の階段が中央に位置し

ているために狭さを感じています。 

  そこで、以下についてお尋ねします。 

  ロビーの構造上の問題はあると思いますが、全

体に広く利用することはできないかどうかお伺い

いたします。 

  ⑵庁舎に入ってまず感じることは、ロビーが暗

い。照明が明るくできないか、お伺いいたします。 

  これで１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） それでは、４、本庁舎

のロビーについてお答えいたします。 

  ⑴のロビーを全体的に広く利用することができ

ないかについてでありますけれども、ロビーは現

在、市民課申請書記載のスペース、パンフレット

配備スペース、幼児作品展示のスペース、窓口案

内のスペース、各種行政情報パネル展示スペース

などとして活用しておりますが、これらのスペー

スについては、これらの現在使っているものにつ

きましては、必要不可欠なものでございます。 

  また、空間の確保と来庁者への庁舎及び公共施

設案内の向上を図るため、本年４月に、広告入り

周辺案内板を設置をしたところでもございます。 

  なお、スペースを確保するための建物の大がか

りな構造の変更には多くの費用がかかるというこ

とから、現在の庁舎の改築そのものについては難

しいものと考えております。 

  次に、⑵のロビーの照明を明るくできないかに

ついてでございますけれども、吹き抜け部分の照

明につきましては、那須塩原市版環境マネジメン

トシステムに基づきまして、日中は18枠のうち８

枠を消灯しております。この８枠の照明につきま

しては消灯を基本としておりますけれども、曇り

や雨などの天候、冬場の夕方など季節や時間帯に

応じ、ロビーの明るさに配慮して点灯することも

適宜行っております。 

  照明設備の変更につきましては、現在のところ、

通行に支障のない照度は確保されていると認識し

ておりますので、現在のところ考えてはおりませ

ん。 

  なお、ロビーのダウンライトにつきましては、

これまでもＬＥＤ電球への交換を実施してきてお

り、今後も照度と省エネとのバランスに配慮しな

がら、必要に応じ交換してまいりたいと考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君。 
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○１９番（若松東征君） 部長、答弁ありがとうご

ざいます。 

  構造上難しいということでありますけれども、

２回目の質問に入らせていただきます。 

  ⑴のロビーということで、今、部長から答弁い

ただきましたけれども、公明党の鈴木代表の代表

質問では、新庁舎が移転の計画もあるということ

なので無理かなとは思いますけれども、現在ある

スペース、階段は無理としても、その周りにある

複合物と言っちゃ申しわけないんですけれども、

いろいろなものが点在していますよね。ああいう

ものを取り除いて、別なところに移動はできない

かどうかということもあると思うんです。それが

一つの市民の目線なのかなと思うんですね。入っ

てきた途端に、そういうものが結構目に当たりま

す。 

  だから、正直言うと、どこかのお店に入ってい

くのかなという感じで、傘立てが真ん中にあった

り、左側のほうに何か置くものがあったりという

形で。 

  やはり、市庁舎に来たときに吸い込まれるよう

に、ああ、来てよかったなという、そういう雰囲

気も与えるのも市民目線なのではないかなと思う

んですけれども、その点はどうでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） ロビーにつきましては、

限られたスペースでございます。先ほど申し上げ

ました各種のスペースについて必要不可欠なもの

でございますので、どういうふうな形をすれば市

民の皆さんが入りやすい環境づくりができるかと

いうようなことで、レイアウト的には考えてみた

いとは思いますけれども、申し上げましたように

限られたスペースの中でどのようなことができる

かというのは、なかなか難しいものがあるかなと

いうふうには思っております。 

○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君。 

○１９番（若松東征君） 限られたスペースを有効

に使うのが、市民に対する市民目線なのかなと思

いますので、部長、その辺をよろしくお願いいた

します。 

  それじゃ、⑵に入らせていただきます。 

  この件は、かなり多くの方から言われていまし

て、前市長の場合はもうまるっきり消えていたと。

阿久津市長になって行ったら、よし、今つけてや

るよとつけてはもらったものの、なかなか暗いと。 

  なぜかというと、表が明るいんだよね。入って

きた瞬間にくらくらっとするというんですよ。だ

から、その辺、やっぱり私もそうなんですけれど

も、周りで笑っている方はそういう体験したんだ

かしないんだかわからないんですけれども、私は

体験しているんです。本当に表から来たと思った

ら暗いから、確かに電気料の節約かもしれません

けれども、せめてロビーだけはもっと明るくして、

市民を有効に迎えてもらいたいと思うんですけれ

ども、その件はどうでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） 先ほどの答弁の繰り返

しになりますけれども、吹き抜けの部分について

は、そういったことで対応をしながら現在してお

りますけれども、その入ってすぐのところ、いわ

ゆるダウンライトがついているわけでありますけ

れども、確かに暗いというようなとき、特に外が

明るいような場合には暗く感じるというようなこ

ともあるかと思います。 

  そういったことでありますけれども、省エネの

部分もありますので、現在のところは今のような

体制でやらせていただければというふうに思って

おります。 
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○議長（中村芳隆君） 19番、若松東征君。 

○１９番（若松東征君） 省エネと言われると、ち

ょっと前に進まないかもしれないんですけれども、

多分あそこだけならそんなには電気料はかからな

いかなと私は思うんですけれども、一応検討課題

にしていただきたいと思います。 

  それで、なぜ明るくしてほしいかというのは、

展示部分もありますよね。子どもたちの展示をし

たり、受付職員の後ろに。あれも暗くて見えない

んですよね。そばまでこうやって見なくちゃわか

らない。せっかく子どもたちがそういう作品を展

示していても。 

  そういうものも考慮した上で、少しその辺を検

討していただきたいなと思います。 

  時間も残すところわずかになったものですから、

一応いろいろな形で今回12月、ことしの最後の質

問になりましたけれども、オープンデータにして

も、また巨岩吊橋にしても、今の庁舎窓口対応に

しても、いろいろな課題があると思います。その

辺も含めて検討していただきたいと思いまして。 

  オープンデータの件では、４自治体が中心とな

ってということで武雄市長、奈良市長、千葉市長、

福岡市長、樋渡市長、仲川市長、熊谷市長、高島

市長という形で、そういう連携プレイのオープン

データを開いているところもあると、うちのほう

の会派の齋藤議員からデータをもらいました。そ

んな形で、ぜひいい方向に向かって思いっきり進

んでいってほしいと思います。 

  これで私の一般質問を終わります。ありがとう

ございました。 

○議長（中村芳隆君） 以上で、19番、若松東征君

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（中村芳隆君） 以上で、本日の議事日程は

全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時４４分 

 




